
令和６年１２月２０日 

文化財保存活用地域計画を２６件認定しました 

令和６年１２月２０日に認定した文化財保存活用地域計画（合計２６市町） 

①中川町 （北海道） 

②大仙市 （秋田県）

③山形市 （山形県）

④宇都宮市（栃木県）

⑤館林市 （群馬県）

⑥さいたま市（埼玉県）

⑦砺波市 （富山県）

⑧富士吉田市（山梨県）

⑨美濃加茂市（岐阜県）

⑩静岡市 （静岡県）

⑪沼津市 （静岡県） 

⑫三島市 （静岡県）

⑬あま市 （愛知県）

⑭鈴鹿市 （三重県）

⑮日野町 （滋賀県）

⑯貝塚市 （大阪府）

⑰富田林市（大阪府）

⑱大阪狭山市（大阪府）

⑲高砂市 （兵庫県）

⑳浜田市 （島根県）

㉑萩市 （山口県） 

㉒上毛町 （福岡県） 

㉓水俣市 （熊本県） 

㉔中津市 （大分県） 

㉕日田市 （大分県） 

㉖西之表市（鹿児島県） 

今回の認定により、地域計画の認定市町村は１９４自治体となりました。 

文化審議会（会長 島谷
しまたに

 弘幸
ひろゆき

）は、令和６年１２月２０日（金）に開催された同審

議会文化財分科会において、２６市町の文化財保存活用地域計画を認定することを文

化庁長官に答申しました。これを踏まえ、文化庁長官は答申のあった文化財保存活用

地域計画を認定しました。 

＜担 当＞ 

文化庁文化資源活用課  広域文化観光部門 

計画推進係 香取・大山  主任文化財調査官 長尾 

  文化財調査官 村上 

電話：075－451－9669（直通） 電話：075-451-4111（内線 9670） 

※富士吉田市は、第２期計画を認定



名 称 都道府県 市町村 頁 名 称 都道府県 市町村 頁

01 中川町文化財保存活用地域計画 北海道 中川町 3 14 鈴鹿市文化財保存活用地域計画 三重県 鈴鹿市 53

02 大仙市文化財保存活用地域計画 秋田県 大仙市 7 15 日野町文化財保存活用地域計画 滋賀県 日野町 57

03 山形市文化財保存活用地域計画 山形県 山形市 9 16 貝塚市文化財保存活用地域計画 大阪府 貝塚市 59

04 宇都宮市文化財保存活用地域計画 栃木県 宇都宮市 13 17 富田林市文化財保存活用地域計画 大阪府 富田林市 63

05 館林市文化財保存活用地域計画 群馬県 館林市 17 18 大阪狭山市文化財保存活用地域計画 大阪府 大阪狭山市 67

06 さいたま市文化財保存活用地域計画 埼玉県 さいたま市 21 19 高砂市文化財保存活用地域計画 兵庫県 高砂市 69

07 砺波市文化財保存活用地域計画 富山県 砺波市 25 20 浜田市文化財保存活用地域計画 島根県 浜田市 71

08 第2期 富士吉田市文化財保存活用地域計画 山梨県 富士吉田市 29 21 萩市文化財保存活用地域計画 山口県 萩市 75

09 美濃加茂市文化財保存活用地域計画 岐阜県 美濃加茂市 33 22 上毛町文化財保存活用地域計画 福岡県 上毛町 80

10 静岡市文化財保存活用地域計画 静岡県 静岡市 37 23 水俣市文化財保存活用地域計画 熊本県 水俣市 84

11 沼津市文化財保存活用地域計画 静岡県 沼津市 41 24 中津市文化財保存活用地域計画 大分県 中津市 88

12 三島市文化財保存活用地域計画 静岡県 三島市 45 25 日田市文化財保存活用地域計画 大分県 日田市 92

13 あま市文化財保存活用地域計画 愛知県 あま市 50 26 西之表市文化財保存活用地域計画 鹿児島県 西之表市 96

令和６年12月諮問 文化財保存活用地域計画
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文化財保存活用地域計画認定基準
文化財保護法第１８３条の３ 第５項

１．当該文化財保存活用地域計画の実施が当該市町村の区域における

文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。

２．円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

３．文化財保存活用大綱が定められているときは、当該文化財保存活

用大綱に照らし適切なものであること。
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【計画期間】令和７～16年度
（10年間）

【面 積】594.87㎢
【人 口】約1.3千人

指定等文化財は１９件、未指定の地域財産は３５２件を把握

（２）天塩川とともに－歴史の流れと人々の歩み－
天塩川は日本最北の北流大河で、鉄道や道路網の整備以前は重要な交通路でもあ
り、川沿いには多くの遺跡がある。明治から入植が始まり、流域の肥沃な土地で
始められた畑作は度重なる冷害や水害被害もあり、酪農への転換が進められ、現
在の本町農業の体系が確立した。大正から昭和にかけて大規模な天塩川の切り替
え工事が進み、新しい流路に永久橋が架けられ、現在の町並みが形成された。

（３）中川の森の自然誌－大河に抱かれし天北の深山－
本町の森林は、河畔林から針広混交林、ハイマツ地帯まで多様な植生の垂直分布を
見せ、蛇紋岩地帯ではアカエゾマツ純林やオゼソウ群落など特殊な植生も認められ
る。カタクリは本町が分布の北限域である。オジロワシ(天然記念物)をはじめ、北
海道固有種や中川町固有亜種の昆虫や貝類が生息する。現在は自然環境に配慮した
森林管理や木材利用計画のもと、薄利多売をしない森づくりが進められている。

（４）農業の変遷－受け継がれる農の文化－
天塩川と安平志内川流域で始まった農業は、幾多の変遷や転換を経て「最北の畑
作」と「酪農」という特徴が形作られた。特に薄荷は、大正から昭和初期まで「薄
荷の中川か中川の薄荷か」といわれるほど生産が盛んであった。

（１）中川が海だったころ－化石が語る太古の中川－
本町は中生代（約1億4,000万年前）からの歴史を持ち、アンモナイトをはじめ様々
な化石が発見される「化石のまち」として世界的に知られている。新生代（約
1,700万年前～100万年前）になるとアンモナイトなどが絶滅し、イルカをはじめと
した海生哺乳類や貝類が繁栄し、約600万年前には古天塩川が成立した。

（５）茂吉のみた中川－安平志内川流域の開拓－
安平志内川流域の開拓は、“内地”からの移民入植を目的に上流部へと進められ、共
和、板谷、大和地区は「薄荷」生産によって拓けていった。昭和７年に共和地区で
医師を営む兄を訪れた歌人の斎藤茂吉は滞在中の５日間で57首の歌をつくり、当
時の中川の様子を写実的に詠んでいる。

類型／種別
国指定・

選定

道
指
定

町
指
定

国
登
録

総数

1 有形文化財

1 建造物 0 0 0 0 0

美
術
工
芸
品

2 絵画 0 0 1 0 1

3 彫刻 0 0 0 0 0

4 工芸品 0 0 0 0 0

5 書跡・典籍 0 0 3 0 3

6 古文書 0 0 0 0 0

7 考古資料 0 0 1 0 1

8 歴史資料 0 0 0 0 0

2 無形文化財 0 0 0 0 0

3 民俗文化財
1 有形の民俗文化財 0 0 2 0 2

2 無形の民俗文化財 0 0 0 0 0

4 記念物

1 遺跡（史跡） 0 0 0 0 0

2 名勝地（名勝） 0 0 0 0 0

3 動物、植物、地質鉱物
（天然記念物）

4 1 7 0 12

5 文化的景観 0 ― ― ― 0

6 伝統的建造物群 0 ― ― ― 0

合 計 ４ 1 14 0 19

01 中川町文化財保存活用地域計画【北海道】

歴史文化の特性

指定等文化財件数一覧

推進体制

※文化財保護法にとらわれない中川町にある全ての文化財の総称を「地域財産」と呼び、
地域財産の呼称を「地域財産 ナカガワのナカガワ」とした。

※ナカガワのソトガワ；「ナカガワのナカガワ」に対して本町の外側の人材に対する呼称

中
川
町
と
そ
の
周
辺
地
形
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【基本的な理念】地域財産の継続的な把握に基づき、
町内外の連携を見据えた組織・仕組みづくりにより保存・活用を進める

課題

01 中川町文化財保存活用地域計画【北海道】

１
調
査
・
研
究

方針 措置の例

〇地域財産の継続的な調査が必要 〇地域財産の把握・調査の推進
1-3 地域財産の調査
地域財産投稿システムを活用し町内
外の方々と調査を進め、結果をVR
中川エコミュージアムで公表する。
■行政、専門、団体、町民、ナカガワの
ソトガワ ■R7～16

２
保
存
・
管
理
・
継
承

３
普
及
・
活
用

４
連
携
体
制

５
学
校
教
育
・
生
涯
学
習

６
保
存
・
活
用
の
拠
点

〇地域財産の保存・管理が不十分
〇周辺環境の整備が必要
〇地域財産の継承の仕組みが未構築
〇地域財産の防災対策の連携不足

〇地域財産の適切な保存・管理
〇所蔵施設の管理・運用
〇地域財産の保存・管理への支援
〇周辺環境の整備の推進
〇大学や団体との連携
〇担い⼿の確保・育成と運営組織・体
制の確立

〇地域財産の防災対策の推進

〇多くの人に伝わる情報発信が不十分
〇他産業との連携不足

〇情報発信の推進
〇他産業との連携による活用の推進

〇地域や関係団体との協働不足
〇広域的な連携が限定的

〇地域や関係団体との協働の推進
〇広域的な連携の推進

〇学習機会の更なる充実が必要
〇学校教育による郷土愛の醸成
〇学習機会の充実と新たな活用の検討

〇エコミュージアムセンターの適正な
維持・管理・運用体制の確立が必要

〇地域財産と触れ合う場の創出が必要
〇地域財産のデジタル化による継承が

不十分

〇エコミュージアムセンターの適正な
維持・管理の推進

〇研究の推進
〇体験学習やイベント等の開催
〇デジタルコンテンツの活用

2-18 担い⼿の確保・育成（町外）
北海道大学中川研究林公認ガイド育
成事業や普及事業のリピーターなど
から担い⼿の確保・育成を行う。
■行政、ナカガワのソトガワ、専門、団
体、町民 ■R7～16

3-2 SNSを活用した情報発信
Instagram等のSNSを活用し情報発
信する人材を育成する。
■行政、団体、ナカガワのソトガワ、
専門、町民 ■R7～16

4-1 関係団体との連携

中川町アウトドア協会、北海道大学
中川研究林公認ガイドなどと連携し
て地域財産の保存・活用を進める。
■行政、団体、専門、町民 ■R7～16

5-1 学校教材の作成・活用

地域財産解説シートやGIGA端末に
対応した教材を作成する。
■行政、専門、団体、ナカガワノソトガ
ワ、町民 ■R7～16

6-14 デジタルアーカイブの構築・運用
オンライン型の地域財産データベー
スを構築し、町内外の協⼒者でデジ
タルアーカイブを運用していく。
■行政、専門、団体、ナカガワのソトガ
ワ、町民 ■R7～16
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01 中川町文化財保存活用地域計画【北海道】

４ 天塩川と人々の暮らし
天塩川は交通⼿段を船に頼っていた頃から、重要な交
通路であり、畑作にとっても、天塩川が育んだ肥沃な
土地なしでは語ることができない。一方で、春の雪解
けや夏から秋にかけての大雨
で、毎年と言っていいほど
水害に襲われた。天塩川との共
存のため、大規模な河川の切り
替え等が幾度も行われ、現在の
市街地が作られた。

９つの関連文化財群 と １つの文化財保存活用区域

８ 薄荷の中川か中川の薄荷か

大正11年の北海タイムスに「薄荷の中川か、中川の薄
荷か」と掲載されるほど、大正から昭和初期にかけて
本町では薄荷蒸留産業が盛んだった。気候が栽培に適
していることや薄荷製品は輸送が楽であったため山間
の共和や板谷・大和を中心に栽培
された。輸入薄荷や合成ハッカ油
の台頭で価格が急激に下り、昭和
30年代以降、衰退した。

３ 川のほとりで始まった先人の営み

天塩川や安平志内川の沿岸には、縄文時代や擦文時代
の遺跡やアイヌ文化期のチャシ跡などが複数存在す
る。またアベシナイ(我々の沿って下る川)はじめアイ
ヌ語由来の川に関係する地名
が数多く残る。松浦武四郎が
安政４（1857）年に訪れ、
アベシナイのアイヌの暮らし
ぶりを記述している。

７ 酪農と北限の畑作
本町の農業は明治29年の安平志内（現、安川）の入植
から始まり、小麦やえん麦・馬鈴薯・亜麻・大豆・小
豆・薄荷・除虫菊などが盛んに栽培された。大正11年
に最北の水稲栽培が始まったが、
昭和30年に上川管内での水稲耕作
北限が美深に決定したことで稲作
は衰退し、畑作、酪農へと転換し
ていった。

２ 海生ほ乳類の楽園の海と天塩川の成立

アンモナイトやクビナガリュウが栄えた中生代白亜紀
が終わり、哺乳類の時代といわれる新生代へ時代が移
ると、中川の海はイルカ類などの化石が多く発見され
る海生ほ乳類の楽園となった。道北
地域の隆起に伴い、約 100 万年前
には歌内・ 国府地区にその河口が
出来た。

６ 中川の森と人の文化誌

本町の林業は、農民が冬季に伐採から搬出までを行
い、生計を補う貴重な収入源だった。輸入木材の台頭
で本町の林業は徐々に衰退した。林業にちなんで丸太
を押し合う丸太押し相撲やかつてのきこり技術を競う
「きこり祭り」が継承されている。
近年、移住してきた木工作家や木
材コーディネーターの⼿によって
良質な家具材等として流通させる
仕組みが構築されつつある。

１ 恐竜時代の中川の海

本町は約１億4,000万年前～7,200万年前の恐竜時代
（中生代白亜紀）の地層が広く分布し、アンモナイト
をはじめとする保存の良い化石が発見される世界有数
の化石産地である。中川の海は
時代を追うごとに浅くなって
いき、海岸付近で生活してい
た パラリテリジノサウルスが
発見されている。

５ 大河と天北の深山

本町の標高は約20～700ｍで、渓畔林から針広混交林
を経てハイマツ地帯まで、多様な植生の垂直分布を観
察することが出来る。天塩川水系には北海道固有種や
本町固有の亜種動物が生息する。
北見山地を横断する天塩川は急峻
な崖を形成し、森と川が隣接する
渓谷景観をなしている。

９ 安平志内川流域の開拓と茂吉の足跡

御料地貸付から始まった本町の開拓は、安平志内川上
流域の共和・板谷・大和地区へと進んでいった。歌人
の斎藤茂吉は昭和７年に共和地区で拓殖医をしていた
兄の守谷富太郎を訪ね、17年ぶりの
再会を果たし、滞在中に57首の歌を
詠んでおり、本町の当時の暮らしぶ
りを知る資料としても重要である。

文化財保存活用区域【安平志内川流域】

本計画期間中に「優先的に措置を行う区域」という
考え方で、“安平志内川流域”を「文化財保存活用区
域」として設定した。
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安平志内川流域を「優先的に措置を行う区域」とする理由は、以下の３点です。
①本区域は、９つの関連文化財群のうち５つが関わる地域財産の集積地域で、文化

財・地域財産を収蔵・紹介する中枢施設であるエコミュージアムセンターが本区
域の入口にあたる北端に位置している。

②安川地区には８戸、共和地区は2戸のみが残り、板谷・大和地区は無人となって
いるうえ、高齢化が進んでいるため、聞き取り調査や地域財産の調査を早急に進
める必要がある。

③安平志内川流域は、アドベンチャートラベルやエコモビリティー（サイクルツー
リズム）、サイエンスツーリズム（森の学校など）事業などの主だったフィール
ドとして活用されており、地域財産の保存・活用に取り組むことで、これら事業
の充実につなげられる。

01 中川町文化財保存活用地域計画【北海道】

区域に関する主な課題

〇周辺環境の整備が必要 〇次世代への継承機会の不足
〇地域財産の継続的な調査が必要 〇地域財産のデジタル化による継承が不十分

〇エコミュージアムセンターの適正な維持・管理・運用の確立が必要 等

区域に関する主な方針

〇周辺環境の整備の推進 〇学校教育による郷土愛の醸成
〇地域財産の把握・調査の推進 〇デジタルコンテンツの活用
〇研究の推進 等

区域に関する主な措置
1-1  聞き取りおよび既存資料によ

る地域財産の把握

北海道の調査による遺跡包蔵地以外
にも中川町史第１巻には板谷地区で
の鏃の出土、共和地区のアイヌコタ
ンの記載がある。それらの把握調査
を実施する。

■行政、専門、町民、
団体、ナカガワノソ
トガワ
■R7～16

2-12  地域財産の表示や
解説機能の整備

ICTを活用した多言語対応の解説機
能の整備を行う。現地の地域財産に
ついては看板など建てずに携帯端末
等で解説を見ること/聞くことができ
るように整備を行う。

■行政、専門、町民、
団体、ナカガワノソトガワ
■R9～16

文化財保存活用区域【安平志内川流域】
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推進体制

指定等文化財は２４４件
未指定文化財は１，７２５件把握

02 大仙市文化財保存活用地域計画 【秋田県】
歴史文化の特徴【計画期間】令和６～12年度（7年間）

【面 積】866.77㎢
【人 口】約7.4万人

指定等文化財件数一覧

指定 登録

9 14 31 103 157

7 14 2 7 30

絵画 1 0 2 27 30

彫刻 0 0 6 11 17

1
(うち国宝 1)

書跡・典籍 0 0 0 4 4

古文書 0 0 0 0 0

考古資料 0 0 8 11 19

歴史資料 0 0 2 27 29

0 0 0 1 1

1 1 3 27 32

0 1 0 14 15

1 0 3 13 17

2 0 8 44 54

1 0 4 10 15

1 0 0 1 2

0 0 4 33 37

0 0

0 0

12
(うち国宝 1)

伝統的建造物群

※文化的景観及び伝統的建造物群については国登録及び県・市指定の制度なし

文化的景観

類型
国

合計市県

合計 15 42 175 244

工芸品 0 11 16 28

記念物

計

遺跡

名勝地

動物・植物・地質鉱物

民俗
文化財

計

有形の民俗文化財

無形の民俗文化財

有形
文化財

計

建造物

美術
工芸品

無形文化財

(1) 古くから交通の要衝と
して発展した地域

本市域には羽州街道、生保内街道、白

岩街道などが整備され、街道沿いには

本陣や宿場が置かれ、往来する人に

よって物資や文化が持ち込まれた。雄

物川沿いには舟着場が整備され、土埼

湊へ物資を運び、帰りは北前船交易に

よって上方から仕入れた最新の文物を

持ち帰った。

本陣を模して建設された旧産業展示館

(2) 広大な仙北平野がもたら
す恵み

本市域は古くから稲作に適した土地柄

で、発掘で確認された水田跡から稲作

の起源を知ることができる。この米を

用いて、江戸時代には酒造が始められ、

近代以降、多くの地主によって産業化

された。また地主は経済や文化を牽引

し、邸宅や庭園など様々な文化財を残

した。

秋田県の銘柄米・あきたこまち

(3) 花火のまち

市内の各地域のどこかで毎月打ち上げ

られる花火は、本市の地域経済に恩恵

をもたらしている。毎年夏の全国花火

競技大会は「大曲といえば花火」と地

域に根付いている。本市の花火の歴史

は古く、江戸時代から雄物川舟運で栄

えた大曲で、行事や祭りなどで盛んに

打ち上げられていた。

全国花火競技大会「大曲の花火」

文化財所有者及び関係者 観光文化スポーツ部文化財課

無形民俗文化財の保護団体 庁内関連部局

市民 大仙市文化財保護審議会

大曲商工会議所 払田柵跡環境整備審議会

大曲市商工会 旧池田氏庭園保存整備審議会

（一社）大仙市観光物産協会 国 文化庁

文化財保護協会（各支部） 秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室

ほたるの会・池田家顕彰会・（株）角間川　その他 秋田県教育庁払田柵跡調査事務所

秋田大学・秋田県立大学・国際教養大学 秋田県埋蔵文化財センター

秋田県立博物館

秋田県公文書館

　その他の学識経験者 秋田県立農業科学館

大仙市

県

市民

　・

団体

専門家

所有者 行政

国立文化財機構文化財防災センター

・東京文化財研究所・奈良文化財研究所

大仙市商工会
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02 大仙市文化財保存活用地域計画【秋田県】

方針課題 措置の例

1 地域の文化財を知る
◎無形文化財や民俗文化財、記念物、文化的景観、

伝統的建造物群の分野において、文化財の発見の
ため把握調査を推進する。

◎過去に調査が行われた文化財の現況の調査を行う。
◎価値づけが十分ではない文化財の調査研究を推進

する。 等

2 地域の文化財を守る
◎調査研究の成果に基づき文化財指定や登録を行う。
◎文化財の計画的・継続的な保存のため、保存活用

計画の策定や見直しを行う。
◎文化財の価値の保存・理解のための環境整備を実

施する。
◎収蔵資料の価値の保存のため、適切な管理ができ

るよう必要な整備を行う。
◎デジタル技術による文化財の記録保存を実施する。
◎防災・防犯訓練等を実施し、所有者や市民など

様々な主体が連携して対策に取り組む体制づくり
を行う。

3 地域の文化財を活かす
◎地域の文化財を積極的に活用・公開する。
◎学校教育や生涯学習において文化財の普及啓発を

図り、文化財への理解や認識を深める。
◎公開に供している主要な文化財をはじめとして見

学周遊ルートを設定するなど、文化財の相互連携
を図る。

◎広報誌や公式ウェブサイトなどの様々な媒体を活
用し、イベントの実施を積極的に情報発信し、文
化財の魅⼒の発信及び活用を進める。

4 地域の文化財を支える
◎文化財の保存・活用に適切かつ継続的に取り組む

ため、所有者、市民・団体、専門家、行政それぞ
れの連携強化を図る。

◎市内の文化財の調査研究、保存活用に取り組む団
体の活動支援を行う。

◎専門職員の採用・配置に取り組み、既存職員は必
要となる知識の習得に努める。 等

基本

理念

〇所有者、市民・団体、専門家、行政など
各取組団体それぞれの連携が不十分であ
る。

〇文化財の保存・活用に取り組む民間団体
への支援が不十分である。

〇文化財の調査研究及び保存・活用に必要
な知識を持つ職員が不足している。

等

〇活用に関する施策が十分ではない文化財
がある。

〇文化財に対する理解促進のため、学校教
育や生涯学習において普及啓発を図る必
要がある。

〇個々の文化財の活用が主であり、相互連
携が十分ではない。

〇企画展示等のイベントなどに関する情報
発信を強化しなければならない。

〇法令に基づく指定・登録等の保護措置が
とられていない文化財がある。

〇文化財の価値を失わないよう、計画的か
つ継続的に、適切な保存措置を講じる必
要がある。

〇適切な保存のための環境整備ができてい
ない文化財がある。

〇文化財収蔵施設における文化財の保存の
ための環境整備が十分ではない。

〇き損や滅失に備えて、文化財の記録保存
が必要である。

〇防災・防犯に取り組むための体制づくり
が万全ではない。

〇これまで行われた文化財の把握に関する
調査が、地域や分野によって偏っている。

〇過去に調査を実施した文化財で、現況を
把握できていないものがある。

〇文化財の価値づけに関する調査が、地域
や分野によって偏っている。 等

秋田県が実施した秋田県近代和風建築
総合調査（平成１４年度～平成１５年
度）の補完調査を実施する。

■行政、専門家、市民・団体、所有者
■R6~10

1-4 近代和風建築等総合調査

国登録有形文化財・旧本郷家住宅をは
じめとした角間川・川のまち歴史交流
の杜の保存及び環境整備を実施する。

2-5 角間川・川のまち歴史交
流の杜の保存及び環境整備

■行政、専門家、市民・団体、所有者
■R6~12

2-10 防災・防犯対策の実施
防災・防犯マニュアルを作成する。ま
た、防火訓練等を実施し、文化財所有
者や地域住民の意識向上を図る。

■行政、専門家、市民・団体、所有者
■R6~12

3-2 国指定名勝・旧池田氏庭
園の保存及び環境整備

適切な保存措置を講じるとともに環境
整備を継続して実施し、公開活用を図
る。

■行政、専門家、市民・団体、所有者
■R6~12

3-8 文化財見学・出前授業
（講座）の実施
市教育委員会や地域住民等と連携し、
総合学習・生涯学習等における文化財
訪問・見学を実施する。

■行政、専門家、市民・団体、所有者
■R6~12

4-3 民間団体の活動支援
文化財保護協会等民間団体の活動の発
展のため、地域の文化財に関する情報
提供や、情報共有の場の設置などを推
進する。

■行政、専門家、市民・団体、所有者
■R6~12

文

化

財

を

は

じ

め

と

し

た

地

域

の

魅

力

あ

る

資

源

を
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し
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も

に

地
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り
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推
進
体
制

歴史文化の特性

１．山形の自然と自然に適応した暮らし
東は蔵王連峰、西は白鷹山地に囲まれた山形盆地に本市は立地する。中部では馬見ヶ崎川
や立谷川等が形成する扇状地に集落が発達し、東部や西部では豊かな自然環境が残されて
いる。このような自然環境を巧みに利用しながら、先人たちは生活を営み、様々な痕跡を
残してきた。

03 山形市文化財保存活用地域計画【山形県】
【計画期間】

令和７～11年度
（５年間）

【面 積】381.58㎢
【人 口】約24.0万人
【関連計画等】日本遺産

「山寺・紅花文化」
（H30年度）

指定等文化財
件数一覧

指定等文化財は２２３件 未指定文化財は１０,９２３件把握

４．最上紅花と街道・舟運の交わるまち山形
江戸時代の山形の著名な特産品は紅花であった。その生産と流通の拠点として城下町山形
は発展し、その潤いは周辺農村部にも及んだ。山形市内には、江戸まで通じる羽州街道の
他、内陸から庄内に通じ出羽三山の参詣道でもあった六十里越街道、仙台へ通じる笹谷街
道や二口街道、置賜へ通じる小滝街道や狐越街道が通り、山形城下町で交わっていた。ま
た、船町は最上川舟運と通じる山形の唯一の外港として発展した。

２．南北列島文化の境界
山形盆地は、古墳が確認される日本海側内陸の北限である。中世に成立した大山荘や大曽
根荘は、北限付近に位置する荘園である。また、最上義光が整備拡張した山形城から出土
した多数の金箔瓦は、日本海側の北限の出土例である。このように、山形は南北列島文化
の境界に位置していた。

３．歴代藩主のまちづくり
延文元年（1356）に山形に入部した斯波兼頼により山形城が築城され、11代最上義光が
それを拡張し、城下町を整備した。元和８年（1622）に新たに藩主となった鳥居氏は、
山形城を改修したほか、馬見ヶ崎川の流路を変更するとともに水利に供するため、山形五
堰を築造した。幕末の最後の藩主である水野氏は、豊烈神社の打毬をもたらした。

７．先人の文化的創造
山形の先人は、多くの美術工芸品や文学作品などを残している。江戸時代の元禄年間に松
尾芭蕉が山寺を訪れ、奥の細道を残した。また、当地出身の多くの俳人が知られている。
江戸時代中期以降、郷土画家が活躍した。これらの芸術文化は現代まで受け継がれている。

５．近代山形のはじまりと県都の形成
明治維新ののち、山形は幾多の地方制度の変遷を経た上で、明治９年（1876）に統一山
形県の県都となった。初代県令の三島通庸はまちづくりの近代化を推し進め、県庁舎や官
庁街を作った。その後、明治27年（1849）の市南大火、明治44年（1911）の市北大火
で大きな被害を受けたものの、その後、耐火性に優れた建造物が多く建てられた。

６．民間信仰―山と里の祈りー
蔵王や瀧山は神々が住む山として古代から信仰を集めた。東日本有数の山岳信仰の拠点で
ある湯殿山を中心とする出羽三山に対する信仰も盛んで、それらの信仰を示す石碑が市内
各地に残されている。立石寺などの古代に創建された寺院は、歴代の山形城主や江戸幕府
から⼿厚く庇護され、多くの文化財を残している。

【山形市】
（事務局 文化創造都市課）

【団体等】
山形建築士会山形支部（ヘリテージマネージャー）、
山形文化遺産防災ネットワーク、
山形市民俗芸能連合保存会、山形郷土史研究協議会、
山形市文化振興事業団、山形市創造都市推進協議会、
山形市文化創造都市推進懇話会、山形市観光協会 等

【有識者】
山形大学、東北芸術工科
大学、東京外国語大学
学識経験者 等

【市民】

【国・県等】
文化庁
山形県
国立文化財機構文化財防災センター 等

【市の附属機関】
文化財保護委員会

意
見

指導・支援

相談・申請

連
携
・
協
力 連携・協力

連携・協力
【所有者等】

文化財所有者
文化財の保存会 等

協
力

連
携

報
告

【山形市文化財保存活用地域計画協議会】

計画変更
の協議
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＜視点１＞
歴史文化資産との関わりの促
進

＜視点４＞
保存・活用のための仕組みづ
くり

＜視点２＞
歴史文化資産の価値の把握と
顕在化

＜視点３＞
確実な未来への継承

＜視点１＞の課題
①歴史文化資産に関わる人が少ない

②観光やまちづくりへの活用を通じた

地域活性化の促進が必要である

③効果的な情報発信が不足している

＜視点２＞の課題
①調査による歴史文化資産の把握と価

値の研究が必要である

＜視点３＞の課題
①担い⼿の育成・確保が必要である

②確実な保存の取組が必要である

③防災・防犯対策が必要である

＜視点４＞の課題
①推進体制の構築が必要である

【基本理念】 歴史文化資産の保存・活用を通して目指す
「人のつながり」と「持続可能性のあるまちづくり」

＜視点２＞の方針
未把握や未調査の歴史文化資産について

はその把握や調査に努め、総合的、一体

的に保存・活用することを目的として、

ストーリーや面的な区域を設定すること

により価値を顕在化する。

①調査による歴史文化資産の把握と価

値の研究の推進

＜視点３＞の方針
歴史文化資産は失われればその価値を

復元することはできないことから、そ

の価値が失われないよう、開発事業と

保存のバランスを考慮しながら、適切

な保存・継承や防災・防犯対策に努め

る。

①担い⼿の育成・確保

②確実な保存

③防災・防犯の強化

＜視点４＞の方針
歴史文化資産の保存・活用を推進する

ために、行政のほか、市民や文化財所

有者、団体等、有識者が一体として取

り組むための仕組みづくりに努める。

①推進体制の構築

【取組の例】

㉕歴史文化資産の把握のための調
査

時間の経過とともに所在が不明確になってい
る歴史文化資産や、未だ把握されていない美
術工芸品や無形文化財等の分野の歴史文化資
産の把握のための調査を実施する。
■市、有識者、所有者等 ■R７～11

㉕歴史文化資産台帳の整備
大学等で調査した情報も含めて一元化した歴
史文化資産の台帳を整備し、時点修正しなが
ら維持管理し、歴史文化資産の保存・活用の
ための基礎資料とする。
■市、団体等、有識者 ■R７～11

【取組の例】

㊳山形市指定文化財現況調査事業
市指定文化財の所在の確認のほか、保管及び
管理の状況確認と課題の把握を定期的に実施
するとともに、所有者に対し防災・防犯意識
の醸成を図る。
■市、有識者、団体等、所有者等

■R７～11

㊿文化財ハザードマップの作成
文化財に関するハザードマップを作成し、文
化財の所有者等や関係団体と共有する。
■市、有識者、所有者等 ■R７～９

【取組の例】

①「山形市歴史文化資産月間」
の開催

市内に所在する歴史文化資産について、講座
や現地説明会等を一定期間集中的に開催し、
歴史文化資産の周知を図る。

■市、団体等、所有者等、市民
■R７～11

㉒デジタルアーカイブ化の推進
デジタル化した文化財をデータベース化し検
索を可能にすることで、研究や学習教材、観
光等に活用できるようにする。

■市、有識者 ■R７～11

＜視点１＞の方針
「山形らしさ」を表現する歴史文化資産

は本市の地域資産で、それらの保存・活

用の取組を行うことにより、歴史文化資

産に関わりを持つ人の増加に寄与する。

①歴史文化資産に関わる人の増加

②観光やまちづくりへの活用を通じた

地域活性化の促進

③効果的な情報発信の促進

【取組の例】

55文化財保護委員会との連携
市の附属機関である文化財保護委員会に対し
て、文化財の指定・解除の諮問のほか、新た
に本計画の進捗や自己評価等について毎年報
告し、意見を聴取する。
■市、有識者 ■R７～11

59職員の知識・技術の向上
文化財を適切に保存・活用するためには、文
化財の専門的な知識と技術が必要であること
から、職員の専門性向上のための研修に参加
する。
■市 ■R７～11

03 山形市文化財保存活用地域計画【山形県】 10



５つの関連文化財群と１つの文化財保存活用区域

03 山形市文化財保存活用地域計画【山形県】

関連文化財群 文化財保存活用区域

中心市街地は、南北朝時代に斯波兼頼が山形城を築城して以
来、政治、経済の中心であったことから、様々な時代の歴史文
化資産が重層的に点在する。江戸時代は城下町として栄え、明
治時代以降は官庁街という要素も加わり発展した。

本市固有の歴史文化の特性を分類・整理した上で、歴史文化の特性が複数関係を持つ
ことにより、歴史文化資産が一定のまとまりとして捉えられ、ストーリーとして扱う
ことができるものを設定する。

蔵王連峰は、樹氷や高山植物、温泉等により独特の景観が形
成され、それが山への崇拝へつながり、修験道が栄えた。瀧
山も蔵王信仰を構成する一つで、麓に日本最古といわれる石
鳥居が造立されている。

立石寺は、平安時代に円仁が創建したとされる天台宗の寺
院である。山寺の岩肌は浸食により数多くの洞穴や奇岩が
形成され、独自の景観が形成されたことから霊場として信
仰を集めた。江戸時代には、松尾芭蕉が立ち寄っている。

ア 独自の景観と信仰の山 蔵王・瀧山

イ 山寺立石寺と庶民信仰

最上義光は山形城を整備し、金箔瓦や石積みを導入するな
ど、近世城郭へ大規模に改修するとともに、城下町を整備
し、商人町や職人町を形成した。また、寺社の保護にも⼒
を入れ、立石寺堂宇等を再建した。

ウ 最上義光と山形のまちづくり

山形は政治経済の中心拠点であったことから、様々な街道
が山形城下町を中心に集まっている。また、領内の港であ
る船町は、最上川水運や日本海海運で上方と繋がり、ひな
人形などの上方文化を伝える文化財が今も残されている。

エ 街道・舟運が紡いだ山形の文化

須川より西側の地域は、河岸段丘や扇状地が狭い範囲に混
在する独特の自然環境を有している。古墳の築造や平安時
代の大曽根荘、江戸時代中期以降の堀田家の飛び地領な
ど、独自の政治的空間が形成された。

オ 白鷹山地から山麓の独自の文化

カ 重層的な歴史を刻む中心市街地

山形城出土金箔瓦

Ｑ１（第一小学校旧校舎）

歴史文化資産が歴史的・文化的な意味を持つ特定の区域に集中し
ているものを設定する。

旧済生館本館

高瀬地区の紅花畑

柏倉陣屋

山寺立石寺弥陀洞

重要文化財「鳥居」
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03 山形市文化財保存活用地域計画【山形県】

関連文化財群 エ 街道・舟運が紡いだ山形の文化

【課題】
・構成する歴史文化資産を含めたストーリー全体を周知する必要がある。
・ストーリーや構成する歴史文化資産について、観光等への活用を進めていく

必要がある。

「街道・舟運が紡いだ山形の文化」に関する課題と方針

「街道・舟運が紡いだ山形の文化」に関する主な取組

【方針】
様々な街道が山形城及び城下町に集まっていることや、舟運を通じて上方文化
と繋がっていることを示す歴史文化資産が多数あることを含めたストーリー全
体について、広く情報発信し認知度の向上を図る。
また、それらのストーリーや構成する歴史文化資産を観光等に活かす。

「街道・舟運が紡いだ山形の文化」の構成する歴史文化資産

■市、市民 ■R７～11

関連文化財群の内容を深く知るため
の講座や現地説明会等を開催する。

概要

■市、団体等、有識者、市民 ■R７～11

主要な街道や周辺の歴史文化資産
を体感することができる現地見学
ツアーを実施する。

干花作り（紅花図屏風より） 狐越街道

山形は出羽南部の政治経済の中心拠点であったことから、様々な街道が
山形城下に集まっている。現在、これらの街道は道路整備や区画整理の
影響で、当時の面影がほとんど失われているが、番所の跡や湯殿山塔や
馬頭観世音塔などの石造物が各所に残されている。また、当時の姿を伝
える絵画資料や古文書からも当時のにぎわいの様子が伺える。

江戸時代初頭の最上義光の領国づくりの一環で、最上川の舟運が発達
したことにより、日本海を通じて領内の経済や文化が全国規模で結びつ
くこととなった。山形市北西部の船町は、山形の唯一の外港として栄え
た。特産物の紅花は大石田河岸まで陸送されるため船町を経由しなかっ
たが、酒田から山形行きの上方物資の大部分は、船町まで運ばれ荷揚げ
された。上方からの物資は多岐にわたるが、その中にひな人形など上方
文化を伝える文化財が今も残されている。

ストーリーに関する学習機会の

創出

82 街道、舟運とその文化を体感

する現地見学ツアー

83
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04 宇都宮市文化財保存活用地域計画【栃木県】

概要

指定等文化財件数一覧

指定等文化財は、４８６件
未指定文化財は、９７４件把握

宇都宮市文化都市推進課を中心に、市内外の様々な主体
と連携しながら保存･活用を推進。

推進体制

歴史文化の特性

【計画期間】令和７～12年度

（６年間）

【面 積】416.85Ｋ㎡

【人 口】約51.2万人

【関連制度】日本遺産
「地下迷宮の秘密を探る旅

大谷石文化が息づくまち
宇都宮」（H30年度）

類型 国指定・選定 県指定 市指定 国登録 市認定 計 

有形文化財 

建造物 ２ ２ 11 17 12 44 

美術工芸品（絵画） ０ 37 116 ０ ― 153 

美術工芸品（彫刻） ２ ９ 33 ０ ― 44 

美術工芸品（工芸品） １ 44 28 ０ ― 73 

美術工芸品（書跡） ０ ３ ５ ０ ― ８ 

美術工芸品（典籍） ０ ０ １ ０ ― １ 

美術工芸品（古文書） ０ ０ ２ ０ ― ２ 

美術工芸品（考古資料） ３ ６ 19 ０ ― 28 

美術工芸品（歴史資料） ０ ０ 27 ０ ― 27 

無形文化財 ０ ０ 10 ０ ― 10 

民俗文化財 
有形の民俗文化財 １ ２ 19 ０ ― 22 

無形の民俗文化財 ０ １ ２ ０ ― ３ 

記 念 物 

遺跡 ４ ７ 21 ０ ― 32 

名勝地 １ ０ ０ １ ― ２ 

動物・植物・地質鉱物 ０ ７ 29 ０ ― 36 

文化的景観 １ ― ― ― ― 1 

伝統的建造物群 ０ ― ― ― ― ０ 

合  計 15 118 323 18 12 486 

 

<5>古代国家を支えた下毛野氏基盤の地 うつのみや
５世紀に下毛野国造に任ぜられ、大宝律令の作成にも携わった下毛野氏は、本市が位置していた

古代の河内郡を基盤としており、５世紀に築かれた笹塚古墳との関係が想像される。

<7>二度の戦災をたくましく生き抜いたまち うつのみや
1868年の戊辰戦争と1945年の太平洋戦争時の空襲で市街地がそれぞれ焼失し、大きな被害を受

けたが、復興が進められた。

<3>２つの街道の追分、水運の鬼怒川 人・物・情報の交流拠点 うつのみや
近世には日光道中・奥州道中の追分の地となり、鬼怒川沿いに水上輸送のための河岸がつくられ
た。他の時代においても、街道、河川、鉄道を通じて、人・物・情報が行き交った。

<8>農村に生きた人々が築いた文化豊かな田園の地 うつのみや
田園地帯では、風雨順調・五穀豊穣を願って、獅子舞や天祭、彫刻屋台が繰り出す祭り等の伝統

行事が行われてきた。

<4>古代から現代まで 大谷石がつくり繋いだ石のまち うつのみや
加工がしやすい大谷石を使用し、古代には竪穴住居や磨崖仏、近世には宇都宮城や二荒山神社、
近代には旧帝国ホテル等がつくられた。

<2>文武に秀でた宇都宮氏の本拠地 うつのみや
鎌倉幕府の樹立や百人一首の成立に貢献した宇都宮氏とその家臣が本拠とした。

<6>徳川将軍も泊まった華やかな城下町 うつのみや
本多正純が整備した城下町には様々な業種の人々が集積し、二荒山神社の菊水祭付祭では各町か

ら屋台や山車が繰り出し、宇都宮城は将軍が日光社参をする際の宿泊に使用された。

<1>今も昔も住みやすい関東平野の里山都市 うつのみや
南北に流れる川に挟まれた安定した台地上に、４万年前から人が住み始め、現在は北関東最大の

都市になった。

行政（文化財担当課、
庁内関係課）

宇都宮市、栃木県等

専門（有識者、大学等
の専門機関）

宇都宮市文化財保護審議委員会

団体（民間団体、各種
団体、協議会、企業、
学校等）

宇都宮市大谷石文化推進協議会、
宇都宮市歴史文化資源活用推進
協議会 等

市民 市民

13



日本遺産「大谷石文化」ガイド初級講座

04 宇都宮市文化財保存活用地域計画【栃木県】

宇都宮市の文化財の保存・活用の課題･方針･措置

2－2 宇都宮市民遺産制度の運用

指定等文化財・未指定文化財を問わ
ず、地域で大切に受け継がれている歴
史文化資源を市民遺産「みや遺産」と
して認定し、助言等の支援を行う。

5－4 宮っ子伝統文化体験教室

宇都宮伝統文化連絡協議会と連携し、
児童生徒を対象に伝統文化の体験教室
を実施する。

8－1 宇都宮市大谷石文化推進
          協議会の運営

日本遺産「地下迷宮の秘密を探る旅 大
谷石文化が息づくまち宇都宮」を観光や歴
史文化の理解促進などに活かし、地域活性
化に取り組む。

『
み
ん
な
で
つ
な
ぐ

歴
史
文
化
の
息
づ
く
交
流
都
市

宇
都
宮
』

~

郷
土
の
歴
史
を
理
解
し
、
誇
り
を
も
っ
て
守
り
・
活
か
し
、
み
ん
な
の
力
で
未
来
に
つ
な
ご
う~

課題１ 継続的な調査・研究が必要
・書跡・典籍、古文書、歴史資料等の美術工芸

品の調査が不足している 等

課題３ 適正な保存管理環境の整備が必要
・市内に散在する古文書等は、デジタル技術を

用いて保存管理し、後世に残すことが必要 等

課題２ 文化財指定・登録・認定制度の運用に
よる保存・継承が必要

・歴史文化資源の価値を調査し、指定等文化財
を増やしていくとともに、未指定の文化財に
ついても、宇都宮市民遺産として認定し、保
存・継承していくことが必要 等

課題４ 防災・防犯対策が必要
・防災に関しては、歴史文化資源の被災を未然

に防ぐための対策が必要 等

課題５ 学ぶ機会の充実が必要
・本市の歴史文化資源の価値や魅⼒を、小中学

生や市民が分かりやすく知り・学び・体験で
きるよう、次世代の郷土愛を醸成する機会を
創出することが必要 等

課題６ 公開促進及び魅力発信が必要
・歴史文化資源に関する情報を適切な時期に広

く周知するため、SNSなどを活用した幅広い
媒体による情報発信が必要

・歴史文化資源についてより深く知り、身近に
感じるためのイベントの実施や環境整備が必
要 等

課題７ 地域振興等での活用が必要
・歴史文化資源を観光資源とした積極的なまち

づくりへの活用等が必要 等

課題８ 保存・活用体制の構築が必要
・後継者の育成支援や連携協⼒により、歴史文

化資源の保存・活用に関わる団体や事業者の
活動を活発化させ、歴史文化資源を地域の中
で守るための環境づくりを行うことが必要

方針１ 調査・研究の充実
・調査が不足している古文書や歴史資料等の有形文

化財をはじめとする歴史文化資源の把握調査等を継
続的に推進する 等

方針２ 文化財指定・登録・認定制度の適正な運用
・宇都宮市民遺産制度について、個々の歴史文化資

源の特性に合わせて適正な制度の運用を図り、登
録等を推進する 等

方針３ 適正な保存管理環境の整備
・古文書や映像等の記録については、デジタル化に

よる保存に取り組む 等

方針４ 防災・防犯対策の推進
・文化庁のガイドライン等を参考に、本市所在の指定

文化財の管理状況を確認する予防査察を推進すると
ともに消防と連携して防火防災訓練を実施する 等

方針５ 学校教育・生涯学習と連携した学ぶ機会の拡大

・小中学生に対しては、地域の学校等と連携した歴
史文化資源を学ぶ機会や環境の充実を図る 等

方針６ 公開促進及び魅力発信の強化
・ホームページやSNS、広報紙、施設企画展によっ

て、本市の歴史文化資源の特色及び魅⼒を伝える、
タイムリーで分かりやすい情報発信を推進する 等

方針７ 地域振興等での活用の推進
・ライトラインと飛山城史跡公園や周辺の歴史文化

資源とを一体的にプロモーションすることにより、
観光振興につながる取組を推進する

・日本遺産をはじめとする歴史文化資源の発信を観
光やまちづくり分野と連携することにより、地域
振興につながる取組を推進する 等

方針８ 多様な主体が関わる推進体制の構築
・歴史文化資源の保存・活用に関わる団体の活動や

後継者育成に向けた取組を、助言や助成などによ
り継続的に支援し、関係団体との協働を推進する

・ボランティア人材への適切な情報提供や普及啓発
に資する活動への支援の充実を図る

歴
史
文
化
資
源
の
価
値
を
調
べ
る
、

引
き
出
す
、
守
り
伝
え
る

基本
方針１

基本理念 基本方針 課題 方針 主な措置 （太字は取組主体）

歴
史
文
化
の
魅
力
を
学
ぶ
、

知
る
、
地
域
振
興
に
活
か
す

基本
方針２

保
存
・
活
用
の

多
様
な
主
体
の

参
画
を
促
進
す
る

基本
方針３

■行政/専門家/団体/市民 ■ R7～12

■行政/団体 ■ R7～12

■行政/団体 ■ R7～12 

▲現地意見聴取
の様子

▲宇都宮市民遺
産会議の様子

▲黄ぶなの
絵付け体験

▲獅子舞体験

▲大谷石文化学講座
▲日本遺産「大谷石
文化」ガイド講座
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04 宇都宮市文化財保存活用地域計画【栃木県】

歴史文化保存活用エリア
大谷エリア

市の北西部の大谷地域を範囲とし、大谷石文化を伝えるエリアである。
大谷石は、縄文時代から洞穴が住居や墓地として利用されており、江戸
時代には産地が形成され、明治・大正時代から昭和にかけて需要が大き
く伸び、採石産業が発展した。戦国時代末期には、宇都宮氏が小田原北
条氏に対抗するための本拠として、関東最大級の山城である多気城を建
築した。2018（平成30）年５月には、採石場や石造建造物、多気城跡
などを構成文化財として、日本遺産「地下迷宮の秘密を探る旅 大谷石
文化が息づくまち宇都宮」が認定された。また、宇都宮市景観計画では、
市全域を景観計画区域としており、
2024（令和６）年度には重要文
化的景観「大谷の奇岩群と採石産
業の文化的景観」が選定された。

街道沿いエリア

日光街道・奥州街道と、宿場町として栄え
た雀宮宿、白沢宿、徳次郎宿を含み、街道
や宿場町の歴史を伝えるエリアである。
中世には鎌倉と奥州を結ぶ奥大道、近世に
は江戸を起点とした五街道のうちの日光道
中・奥州道中の追分の地となり、日光道中
の雀宮宿や白沢宿、徳次郎宿では、多くの
人と物が行き交った。

姿川・田川南部エリア
姿川、田川、鬼怒川に挟まれた台地上に位置し、原始・古
代から人が住み続け、下毛野氏が基盤とした河内郡の役所
（上神主・茂原官衙遺跡）が置かれる等、古代の政治の拠
点となった歴史を伝えるエリアである。1991（平成３）
年には、うつのみや遺跡の広場が開園した。縄文時代前期
の根古谷台遺跡を中心に周辺を公園として整備しており、
2006（平成18）年より西山文化財愛護会が指定管理者と
なっている。

北部山地エリア
羽黒山・高舘山・本山などの北部山地を背景に、農村の伝統文化が培われ、
それを今に伝えるエリアである。特に北部を中心に行われている獅子舞は、
「悪疫退散」や「家内安全」、「風雨順調」を願って行われ、北部を中心
に同じ流派が継承されており、伝承では古代から行わ
れていたともされる。「風雨順調」や「五穀豊穣」等
を祈願する天祭では、天棚を設置し、念仏を唱えなが
らその周囲を回るが、これは江戸時代後期に盛んとな
った。日光東照宮をはじめとする二社一寺との繋がり
も強く、祭礼付祭屋台等も残っている。

宇都宮丘陵エリア
宇都宮丘陵上に位置し、古墳時代後期に宇都宮南部から北
部丘陵上へ浸透していった古墳文化を良好に伝えるエリア
である。
古墳・遺跡を結んで散策路が整備され「まほろばの道」と
名付けられた。「まほろばの道」は、地域の人々が歴史文
化に接するきっかけづくりや、ウォーキングコースに利用
されており、2004（平成16）年には、国土交通省後援によ
る「美しい日本の歩きたくなるみち500選」の1つに選ばれ
ている。

▲『日光道中分間延絵図』
５巻之内４宇都宮宿

鬼怒川沿いエリア
市内で一番大きな川である鬼怒川沿いに発展してきた、
水運の歴史を伝えるエリアである。中世には、宇都宮氏
の重臣であった芳賀氏が鬼怒川沿いに飛山城を築いた。
近世には河岸が発達し、年貢米を水上輸送する等、重要
な役割を果たした。飛山城跡は1977
（昭和52）年に国指定され、2017
（平成29）年に飛山城史跡公園が開
園した。現在はNPO法人飛山城跡愛
護会が指定管理団体となっている。 ▲鬼怒川

▲上神主・茂原官衙遺跡

大谷資料館（カネイリヤマ採石場跡地）

▲上横倉の獅子舞

市街地中心部エリア
宇都宮丘陵の突端に発展してきた市街地中心部を
範囲とし、宇都宮城下の歴史を伝えるエリアであ
る。中世以降、宇都宮氏の支配の下、二荒山神社
と宇都宮城が発展してきた。近世には、本多正純
により宇都宮城下が整備され、将軍が日光社参を
する際の御成御殿も設けられる等、城下町として
繁栄した。近代には、太平洋戦争で市街地が空襲
を受けたが、全国でも逸早く土地
区画整理を始め、復興を遂げた。
2007（平成19）年には、宇都宮
城の本丸跡を一部復元整備した
宇都宮城址公園が開館した。

▲紙本淡彩県庁新設祝賀之図
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04 宇都宮市文化財保存活用地域計画【栃木県】

歴史文化保存活用区域：大谷エリア

宇都宮市で設定した歴史文化保存活用エリアの例

市の北西部の大谷地域を範囲とし、大谷石文化を伝えるエリアである。
大谷石は、縄文時代から洞穴が住居や墓地として利用されており、江戸時代には産地が形成され、明治・大正時代から昭和にかけて需

要が大きく伸び、採石産業が発展した。戦国時代末期には、宇都宮氏が小田原北条氏に対抗するための本拠として、関東最大級の山城で
ある多気城を建築した。

2018（平成30）年５月には、採石場や石造建造物、多気城跡などを構成文化財として、日本遺産「地下迷宮の秘密を探る旅 大谷石
文化が息づくまち宇都宮」が認定された。また、宇都宮市景観計画では市全域を景観計画区域としており、2024（令和６）年度には国
重要文化的景観として「大谷の奇岩群と採石産業の文化的景観」が選定された。

ー課題ー

●エリア内の御止山やカネホン採石場などの重要な構成要素の一体
的な保存・活用を図る必要がある
●多気城跡についても、宇都宮氏の歴史を後世に伝えるための保
存・活用を行う必要がある 等

ー方針ー
●日本遺産のストーリーや重要文化的景観に係る保存活用計画を踏

まえ、各要素の一体的な保存・活用を推進し、大谷石の文化に対
する価値認識を共有 等

ー主な措置ー

2-1 日本遺産「地下迷宮の秘
密を探る旅 大谷石文化
が息づくまち宇都宮」に
関連する取組

宇都宮市大谷石文化推進協議会と連
携し、日本遺産「地下迷宮の秘密を
探る旅 大谷石文化が息づくまち宇
都宮」のストーリーの普及と構成文
化財の活用を推進する。

2-2 重要文化的景観「大谷の奇
岩群と採石産業の文化的景
観」の保存・活用

自然と人間との相互作用によって生み
出された「大谷の奇岩群と採石産業の
文化的景観」を将来的に守り伝えるた
め、重要な構成要素の保存・活用を推
進する。

■行政/専門家/団体/市民
■ R7～1２

（太字は取組主体）

■行政/専門家/団体/市民
■ R7～1２

▲日本遺産フェスティバルにお
ける周知活動

▲大谷の奇岩群と採石産業の
文化的景観選定範囲の一部

16



【計画期間】

令和7～16年度(10年間)

【面 積】60.97k㎡

【人 口】約7.4万人

【関連計画等】日本遺産「里沼(SATO-NUMA)-『祈り』『実
 り』『守り』の沼が磨き上げた館林の沼辺文化-」（R元年度）

概要

❶水辺と台地が育む風土
水辺や台地など地形的要素から恩恵を享受する本市の生活文化。特に市内にある５つの沼

との共生により、「里沼」の息づく重厚な歴史文化が育まれてきた。

05 館林市文化財保存活用地域計画 【群馬県】

推進体制

指定等文化財
件数一覧

指定等文化財は５７件、
未指定文化財は６５５件把握歴史文化の特性

❷「境目」の地域の交通と交流
周辺に往来を阻む山がなく古代から絶えない「境目」地域の交流。交通を基軸として境界

を自由に行き来する独特な生活・文化圏が形成されてきた。

❸館林城と城下町
中世期の築城以後、近世期に発展を遂げた館林城とその城下町。地域の政治や経済、文化

の拠点として文化財や建造物のほか、生業や年中行事、習俗祭礼などが現代まで受け継がれ
てきた。

❹近郊都市文化の発展と賑わい
明治期の鉄道開通を起点とする近代産業の発展とまちの近代化。地域の豊かな自然・芸術

と融合した、“東京近郊”の都市文化が発展し、まちに賑わいを生んできた。

❺館林の名所・名産品
つつじ古木群がある「躑躅ヶ岡」や“分福茶釜”伝説の「茂林寺」を中心に一大行楽地とし

て成長。「里沼文化」を活かした「うどん」や「麦落雁」に代表される名産品が創出され、
おもてなしに花を添えた。

館林市教育委員会
（文化振興課）

館林市・館林市教育委員会
関係課（文化振興課以外）
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05 館林市文化財保存活用地域計画【群馬県】

❶遺跡台帳のＧＩＳシステム化

里沼のまち・館林市文化財未来ビジョン ― つなぐ文化財 × つながるまちづくり ―《目指すべき将来像》

文化財の保存・活用の課題･方針･措置

２

活
用

３

保
存
・
活
用
の
実
践

区分

３

は

１

と

２

の
両
方
に
関
わ
る

１

保
存

分野

(A)調査・研究

(B)保存・管理

(C)活用・普及

(D)ひとづくり

(E)まちづくり

■埋蔵文化財保護の基礎資料である遺跡台帳や既往調査履
歴の更新が不十分で現況が反映されていない。また民間
開発の照会に際して庁内関係部署のもつデータとの連動
が図れていない。

■市や県など行政による調査が主体のため、文化財の価
値や魅⼒を掘り起こすための調査に地域住民が携わる
機会がない。 等

課題

■指定・登録文化財の修繕や環境整備に一部支援や補助制
度が設けられているが、現行制度でカバーしきれないも
のがあるため、今後の制度運用や未指定・未登録文化財
への支援拡充などについて検討する必要が生じている。

■災害に被災した文化財の避難先や、一時保管や保存処置
など、レスキューのための作業場所が準備されておらず、
万一の際の対応が取れない恐れがある。 等

■文化財に指定・登録されているものの、日常的な公開
を行っていないため、訪れた人が見学する機会がなく、
それぞれの文化財のもつ価値や魅⼒が適切に伝わってい
ない。

■文化財そのものや文化財公開・活用施設における、解説
サイン・パンフレットが多言語化やユニバーサルデザイ
ンなどに対応していない。 等

■文化財所有者や関係者、地域活動者などが必要としてい
る支援・サポートが把握できておらず、協働した保存・
活用が実践できていない。

■文化財ボランティアの会員が高齢化しており年々活動者
が減少している。また活動の中心が「武鷹館」運営なっ
ており、活動範囲も狭まっている。 等

■国指定名勝「躑躅ヶ岡」の持つ歴史文化や魅⼒を伝える
ための情報発信や施設整備等が不足している。

■中心市街地をはじめ市内にある歴史的建造物について、
空き家化や再開発に伴う取り壊しの動きが見られ、町並
み景観保全や観光資源としての活用と併せた対策をとる
必要がある。 等

①埋蔵文化財遺跡台帳や既往
調査履歴更新と地理情報シ
ステム(ＧＩＳ)導入

⑤地域住民との協働調査の実
施 等、全８項目

③現行の市指定文化財制度の
見直し

⑫被災文化財避難先リストの
作成

等、全１３項目

⑧文化財を見学できる機会の
創出

⑩文化財の多言語化・ユニ
バーサル化推進

等、全１６項目

⑥地域活動者等と協働した保
存・活用の実践

⑦文化財ボランティア活動者
の支援・強化

等、全８項目

③国指定名勝「躑躅ヶ岡」周
辺の再整備の推進

⑤歴史的建造物の保存整備事
業の推進

等、全７項目

方針 措置の例

❺地域寺社関連物調査ワークショップ事業

住民参加型ワークショップとして、地域の寺社関連
物(建築物・工作物・石碑等)を調査し、地域の歴史
文化を再発見する。［＊年度毎に地区を変えて継続
実施］

■市(文化振興課・生涯学習課)・関係団体・住民・地域
■R7～16

❸館林市登録文化財制度の検討

❽市内文化財一斉公開事業の創設

❼文化財サポーター制度の導入

❺旧二業見番組合事務所改修・活用事業

市登録文化財制度の新設を検討し、「里沼」関連文
化財を中心に登録を行いながら、地域住民が主体と
なった保存・管理の展開を図る。

民有の指定・登録文化財所有者や文化財・ガイドボ
ランティアの協⼒を得ながら、市内にある文化財を
年１回程度、一斉に特別公開する機会を創設し、
各々の文化財の持つ価値や魅⼒を伝える。

文化財ボランティアの高齢化・活動者減少、活動場
所の固定化に対処するため、様々なスキルを持った
人々が緩やかに集い・活動できるサポーター制度の
導入を進める。

旧二業見番組合事務所の歴史や建物の価値を維持した
改修・耐震補強を行うとともに、地域コミュニティセ
ンターや観光拠点機能を持たせた整備を図り、館林駅
東・旧城下町エリアのにぎわい醸成の中核とする。

■市(文化振興課)・所有者
■R7～16

■市(文化振興課)・群馬県・所有者・関係団体・民間事業
者・住民・地域・学校
■R10～16

■市(文化振興課)・所有者・関係団体・住民
■R10～16

■市(文化振興課・関係課)・群馬県・関係団体・民間事業
者・住民・地域
■R7～16

具体的措置については、計画期間（10年）を、前期（令和7～9年度(2025-2027）)、中期（令和10～
13年度(2028-2031)）、後期（令和14～16年度(2032-2034)）として三つの期間に分け、計画期間
で行う事業の着実な推進に努める。
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05 館林市文化財保存活用地域計画【群馬県】

重点プロジェクトと文化財保存活用区域

本計画の重点プロジェクトに位置付けた「❶日本遺産「里沼」の推進」と「❷旧二業見番の改修・活用」
に合わせてそれぞれ(A)沼辺遺産区域、(B)里沼のもてなし文化区域の二つの文化財保存活用区域を設定
する。(A)沼辺遺産区域は、茂林寺沼エリア、多々良沼エリア、城沼エリアの市内３か所、(B)里沼のも
てなし文化区域は、館林駅東・旧城下町エリアが対象である。

市内の西にあり、「大谷休泊の墓」などの文化財や群馬県立多々良沼公園や群馬県立館林美術館
などがある。周囲約５キロメートルの多々良沼があり、沼の東側には内陸古砂丘と呼ばれる松林
がある。エリアの北方には東武伊勢崎線が東西に走り、多々良駅も近い。地域の人々の生業や産
業とつながりのある文化財が多いことから、日本遺産「里沼」ストーリーでは、「実りの沼」と
位置付けている。

市内の東にあり、国指定名勝「躑躅ヶ岡」や市指定史跡「館林城跡」、館林市立資料館、田山
花袋記念文学館などの公共施設がある。周囲約４キロメートルの城沼がある。エリアの周辺に
は館林城や歴代城主との関連がある「尾曳稲荷神社」や「善導寺」、「善長寺」などの寺社仏
閣がある。近世期の館林城築城や歴代城主とつながりのある文化財が多いことから、日本遺産
「里沼」ストーリーでは、「守りの沼」と位置付けている。

《成果指標》 文化財関連施設の年間入館者数
【令和４年度(2022)】24,203人 【令和16年度(2034)】35,000人

館林駅東・旧城下町エリア

文化財保存活用区域
(B)里沼のもてなし文化区域

《館林駅東・旧城下町エリア》

分福酒造店舗
(毛塚記念館)

旧館林藩士住宅
(武鷹館)

市内のほぼ中央部にあり、国登録有形文化財「分福酒造店舗」や「旧館林二業見番組合事務所」
などがある。エリア東側の館林市役所付近まで歴史的建造物が点在しており「歴史の小径」と呼
ばれている。日本遺産「里沼」ストーリーでは、鉄道開通に伴うまちの近代化や工業化により賑
わいが生まれ、「里沼」につながる地域特性は、来訪者へのおもてなし文化として花開いたこと
から「里沼のもてなし文化」エリアと位置付けている。

《成果指標》 館林駅東・旧城下町エリアの総人口数
【令和７年度(2025)】14,689人(推計) 【令和17年度(2035)】14,700人

文化財保存活用区域
(A)沼辺遺産区域

《多々良沼エリア》

多々良沼 大谷休泊の墓

《成果指標》 県立多々良沼公園への来訪者数
【令和３年度(2021)】約７０万人 【令和16年度(2034)】約８５万人

多々良沼エリア

文化財保存活用区域
(A)沼辺遺産区域

《茂林寺沼エリア》

市内の南にあり、「分福茶釜」で有名な茂林寺がある。茂林寺に隣接して周囲約１キロメートル
の茂林寺沼があり、周辺には低地湿原が広がっている。エリアの西方には東武伊勢崎線が南北に
走り、茂林寺前駅も置かれている。地域の人々の信仰を伝える文化財が多いことから、日本遺産
「里沼」ストーリーでは、「祈りの沼」と位置付けている。

茂林寺沼及び
低地湿原

貴重な動植物
(カキツバタ)

《成果指標》 地域活動者による湿原健全化活動へのコスト転換率
【令和6年度(2024)】約３％ 【令和16年度(2034)】約10％

茂林寺沼エリア

城沼 榊原康政の墓
(善導寺)

城沼エリア

文化財保存活用区域
(A)沼辺遺産区域《城沼エリア》
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05 館林市文化財保存活用地域計画【群馬県】

文化財保存活用区域 (A)沼辺遺産エリア《城沼エリア》

《課題》
■国指定名勝「躑躅ヶ岡」保存管理計画改定に取組み、推定樹齢８００年を超えるつつじ古木群や城沼対岸からの眺望を含めた周辺景観保護だけでなく、さらなる魅⼒向上を目指
し、周辺を含め来訪者利便施設の改修・整備などを位置付けていく必要がある。
■また、「つつじ映像学習館」における「つつじ」、日本遺産「里沼」を含めた展示機能の維持向上に努めるほか、歴史的建造物である「旧秋元別邸」を活用した本市の歴史文化
のＰＲも強化する必要がある。
■館林市立資料館(第一資料館・第二資料館)、田山花袋記念文学館、向井千秋記念子ども科学館等の見学施設については、維持改修を行いながら引続き魅⼒ある展示や企画の実施
に取組む必要がある。収蔵スペースや適切な資料保存管理のための設備・機能の導入については、市で検討している施設集約・複合化やコンパクトシティの動向と連動しながら、
検討を進めていく一方で、資料の保存・管理にあたっては、計画的な受け入れをするため「コレクションマネジメント規定」を設定しながら、資料の収蔵可否だけでなく中・長期
的な収蔵物管理・収蔵庫スペースの確保・コントロールも行っていく必要がある。
■さらには館林城跡に関する維持管理は、予算確保に注⼒しつつ、地域活動者のマンパワーや一部作業をボランティアに委託するアダプト制度等も活用しながら、適切な管理に努
める。往時の歴史的風情や本市の歴史文化の魅⼒が体感できるような再整備について検討する。

方針１ 国指定名勝「躑躅ヶ岡」保存管理計画改定及び周辺整備推進
方針２ 館林市立資料館・田山花袋記念文学館における企画展・講座等開催
方針３ 文化財保存・展示施設再整備の検討
方針４ 館林城跡の適切管理と魅力向上整備強化

■主な文化財・歴史文化資源
・躑躅ヶ岡(ツツジ)（名勝/国指定） ・尾曳稲荷神社（建造物/未指定）
・善長寺（建造物/未指定） ・善導寺（建造物/未指定）
・榊原康政の墓附同画像（史跡/県指定） ・旧秋元別邸（建造物/未指定）
・旧上毛モスリン事務所（重要文化財/県指定） 等

城沼北岸からのつつじが岡 館林城跡本丸土塁 第二資料館でのコンサート

市内の東にあり、国指定名勝「躑躅ヶ岡」や市指定史跡「館林城跡」、館林市立資料館、田山花袋記念文学館などの公共施設がある。周囲約４キロメートルの城
沼がある。エリアの周辺には館林城や歴代城主との関連がある「尾曳稲荷神社」や「善導寺」、「善長寺」などの寺社仏閣がある。近世期の館林城築城や歴代城主
とつながりのある文化財が多いことから、日本遺産「里沼」ストーリーでは、「守りの沼」と位置付けている。

館林城跡・三の丸土橋門

❶『名勝「躑躅ヶ岡（ツツジ）」保存管理計画策定書』の改定
国指定名勝「躑躅ヶ岡」の『保存管理計画策定書』を改定し、推定樹齢
800年のつつじ古木群や城沼北岸からの眺望景観などの保全と活用を推進
する。

■市(文化振興課・関係課) ■R7～16

《主な措置》

❻文化財関連施設の維持管理・改修強化

文化財関連施設の建物や収蔵庫、展示施設等の改修を進め、適切な管
理・保存を行う。 ■市(文化振興課）■R7～16

❽コレクションマネジメント規定の検討

文化財関連施設で収集・収蔵する資料のコレクションマネジメント規定
の作成等を検討する。 ■市(文化振興課）■R7～16
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推進体制

歴史文化の特性

①大宮台地と水が織りなす歴史文化
荒川や大宮台地を浸食して流れる中小河川は、本市の自然や農業に多くの恩恵を

もたらした。同時に河川氾濫による水害が頻発し、人々は復旧や治水工事に尽⼒し
た。

06 さいたま市文化財保存活用地域計画【埼玉県】
【計画期間】令和６～12年度（7年間）
【面 積】217.43㎢
【人 口】約135万人

指定等文化財件数一覧

指定等文化財は、５４３件
未指定文化財は、５,９００件把握

④江戸を支え、支えられた歴史文化
岩槻城は老中の城、浦和・大宮などは街道の宿場、村々は農産物や特産品を生産・

供給する場として、江戸を支えた。市域は江戸に近いことから政治・経済・文化あ
らゆる面で江戸の影響を受けた。

②住みやすいまち「さいたま」 －３万年前から始まる歴史文化－
縄文時代のムラは大宮台地の縁に作られた。貝塚の出土品は、海や川が近くに

あったことを物語る。発掘調査で多くのムラが見つかっており、狩猟・採集・漁労に
よる多様な食料の調達が可能だった。

③武士の興亡 －動乱の世に生まれた歴史文化－
関東管領と古河公方の争いのなか、岩付城が築城され、その後も太田氏と小田原

の北条氏との攻防が繰り返された。戦乱のなか、大般若波羅蜜多経が真読され、板
石塔婆が多く造られるなど、仏教が普及した。

⑦祈りと祭りの歴史文化
市内各所の神社では、今なお、季節とともに祭礼が行われている。無病息災や五

穀豊穣を祈る獅子舞や神輿渡御、そこで奏でるお囃子は、長い年月を経て地域の個
性を育み、結束を強める役割を果たしてきた。

⑤県都さいたまの歴史文化
県庁が本市に設置されると、多くの官公庁が建てられ県都として発展した。また、

埼玉県師範学校など各学校の設立により優れた指導者が集い、人材が育成され、
「サッカー」や「浦和画家」の下地を作った。

⑥水の道・陸の道・鉄の道 －道がはぐくむ歴史文化－
古代は、物資の輸送に河川が利用され、その地が栄えた。中世以降、市が開かれ、

道路や町が整備されると本市の原形ができた。近代になり新たに鉄道が敷設される
と、東京・横浜と信越・東北を結ぶ中継地として発展した。

－：該当なし

国指定 県指定 市指定 国登録 計

0 5 39 15 59

絵　画 0 9 10 0 19

彫　刻 0 6 48 0 54

工芸品 3 12 30 0 45

書跡・典籍 0 1 10 0 11

古文書 0 13 56 0 69

考古資料 0 4 46 0 50

歴史資料 1 4 49 0 54

0 1 1 0 2

1 8 35 0 44

1 0 16 0 17

2 7 34 0 43

0 0 0 0 0

2 4 67 0 73

- 3 - - 3

0 - - - 0

0 - - - 0

10 77 441 15 543

伝統的建造物群

合　計

記念物

遺　跡

名勝地

動物・植物・地質鉱物

旧　跡

文化的景観

類 型

有形文化財

建造物

美

術

工

芸

品

無形文化財

民俗文化財
有形の民俗文化財

無形の民俗文化財
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将来像の達成に向けて、さがす[把握・調査]・いかす[活用・発信]・たすけあう[連携・育成]・まもる[保存・継承]という、
文化財の保存・活用に関する４つの基本方針（「さ・い・た・ま」）を定める。

【将来像】 みんなで 語り、つなごう さいたまの宝

06 さいたま市文化財保存活用地域計画【埼玉県】

①歴史文化遺産の調査が十分ではない

②文化財の現況調査が十分ではない

③調査記録や台帳のデータ管理が十分で

はない

①歴史文化遺産の認知度が低い

②歴史文化遺産の魅⼒の発信が十分では

ない

③歴史文化遺産に親しむ道具（ツール）

が十分ではない

④学校教育・生涯学習との連携が十分で

はない

①歴史文化遺産の調査・保存・活用に関

して連携が十分ではない

②歴史文化遺産の調査・保存・活用に関

して人材育成が十分ではない

①文化財の指定等の基準があいまい

②個別の文化財保存活用計画の作成や改

定が必要

③維持管理・整備が十分ではない

④修理・修繕に掛かる資金のねん出が負

担となっている

⑤防災・防犯意識の啓発が十分ではない

⑥保管・収蔵施設が十分ではない

①不十分な調査の補完も含め、市域の歴史

文化遺産の掘り起こしを進める

②文化財の現況調査を実施する

③データベースを構築する

①歴史文化遺産に親しむ機会を増やす

②様々な媒体を活用した情報発信を推進

する

③歴史文化遺産を見学する際の道具（ツー

ル）を整備する

④学校教育・生涯学習との連携を強化

する

①所有者・地域住民・行政が連携し歴史文化

遺産の保存・活用の体制を整える

②歴史文化遺産の調査・保存・活用を担う人

材を育成・支援する

①文化財の指定や登録の基準等を検討し、整

備する

②国・県指定文化財の保存活用計画を作成・

改定する

③必要な維持管理・整備を行う

④多様な財源の活用を図る

⑤所有者、管理者及び地域住民へ訓練を含め

た防災・防犯意識の啓発を行う

⑥博物館施設、埋蔵文化財収蔵施設の在り方

等を検討する

76 田島ケ原サクラソウ自生地保護増殖
国指定特別天然記念物「田

島ケ原サクラソウ自生地」

でのサクラソウの保護増殖

を実施する

■行政、専門家、市民、所有者
■Ｒ8～12

田島ケ原サクラソウ自生地

5 市民団体との調査
市民団体と連携し、歴史文化遺産の情

報共有や掘り起こしを行う

7 指定文化財等の現況調査
指定文化財等の現況調査を実施する

■行政、専門家
市民、団体
所有者

■Ｒ8～12

■行政、専門家
市民、団体
所有者

■Ｒ6～12

■行政、専門家、市民、団体
■Ｒ10～12

37 説明板等の設置
歴史文化遺産の説明板や標柱

等の新設・更新を実施する

38 説明板の多言語化
二次元コードによる既存説明

板の多言語化を実施する

57 ボランティアの養成
史跡環境整備等のボランティア養成講座を実施する

■行政、市民、団体、所有者
■Ｒ7～12

■行政、市民、団体、所有者
■Ｒ6～12

さ
が
す

課 題 方 針 措置の例

ま
も

る

た
す
け
あ
う

い
か
す 説明板設置例

【基本方針】
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５つの「文化財保存活用区域」 と ４つの「関連文化財群」

06 さいたま市文化財保存活用地域計画【埼玉県】

市域の中央部に広がる
「見沼田圃」は、時代とと
もに海、沼、溜井、水田へ
と姿を変えてきた。見沼田
圃を見おろす周辺台地には
氷川女體神社や中山神社な
どの古社が鎮座し、竜神伝
説が多く遺る区域である。

岩槻城周辺区域

見沼周辺区域

浦和宿周辺区域

与野本町周辺区域

大宮宿周辺区域

与野本町周辺区域 岩槻城周辺区域

見沼周辺区域浦和宿周辺区域

赤山道などの街道が東
西南北の各方面へと繋が
り、荒川の水運との関わ
りも深く、人や物資の交
流が盛んで、近世には六
斎市で栄えた。与野本町
通り沿いには、神社仏閣
や蔵造りの建物が立ち並
ぶ区域である。

中世から形成されてい
た市が、江戸時代に入り
中山道とともに浦和宿と
して整備された。明治時
代、県庁が置かれ、師範
学校をはじめ各種学校が
設立したことで、県下を
代表する文教都市の礎が
築かれた区域である。

河川や街道が通る要衝
として、岩付城は築かれ
た。戦国時代末期、豊臣秀
吉の侵攻に備え大構が築か
れ、城下町を囲った。江戸
時代、日光御成道の宿場町
として発展した。歴代藩主
らの菩提寺も所在する区域
である。

時の鐘

氷川神社・
大宮宿周辺区域

全長２㎞に及ぶ参道を有
する大宮氷川神社が鎮座し、
大宮宿は江戸時代初期の中山
道付け替えと同時に、町割さ
れた宿場町に整備された。大
宮駅は、信越方面と東北方面
の分岐駅として開設され、
「鉄道のまち」として発展し
た区域である。

氷川参道の並木

与野小村田氷川神社本殿

調神社旧本殿

文化財保存活用区域

歴史文化遺産が集積し、効果的な活用が可能な
地域として、施策を積極的に展開することで、地
域の魅⼒を引き出し、地域の人々の意識を高め、
地域全体で歴史文化遺産を「さがす・いかす・た
すけあう・まもる」の体制を構築し、次世代へつ
なげていく。

関連文化財群
本市の歴史文化の特性をもとに、多種多様な歴史文化

遺産を、関連性やテーマに基づき、歴史的・文化的に一
定のまとまりとしてその価値を捉え、人々の営みを含む
相互の関係性の中でその魅⼒や価値を高めていく。

縄文時代、本市にも海が身近にあったことが貝塚とそ
の出土品から分かる。縄文時代のムラは台地の縁に作ら
れているが、近年、台地下の低湿地遺跡の調査により、
当時の人々が水辺を利用した痕跡が明らかになった。

縄文ウォーターフロント

古くからムラ単位で継承してきた祭りは、地域間交流
の影響を受けるとともに、ムラごとの個性を大切にしな
がら発展した。彩り豊かな祭りは地域住民を活気付け、
地域コミュニティの結束を強めた。

彩り豊か「さいたまのまつり」

荒川などの河川は、肥沃な土地を生み出し、サクラソ
ウなどの希少植物を育み、田畑の収穫に恩恵をもたらし
た。一方で、河川による水害は低地や自然堤防での生活
を脅かし、人々は築堤や流路変更など治水に尽⼒した。

川のめぐみと闘い

市内には、政治・経済の中心地である鎌倉や江戸を結
ぶ主要な街道が通り、寺社や村を結ぶ道が網の目のよう
にはり巡らされた。江戸時代には宿場が設けられ、浦
和・大宮・与野・岩槻といった町の基盤が築かれた。

さいたまの町と街道

見沼代用水西縁 ※歴史文化遺産とは、文化財（指定・登録・未指定の文化財）に、地域の歴史を語るうえで、
歴史的・文化的な価値を有する類型外の文化的所産（スポーツ、交通、芸術、産業、伝説
など）を含めたもの
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課題
市の中央部にありながら、12㎢という広大な面積を有する大規模緑地空間である

芝川低地内の「見沼田圃」と、その周辺の台地を含めた区域である。低地と台地が
織りなす空間は、旧石器時代から人々が住みはじめ、低地は、海、沼、溜井、水田
などの変遷を経て現在に至る。周辺の台地には、大宮氷川神社や氷川女體神社など
の神社が数多くあり、また、竜の伝説も多く遺り、石造物やまつり、斜面林や桜回
廊、農作物や植木生産など、見沼とともに歩んだ歴史文化遺産が数多く遺る区域で
ある。

06 さいたま市文化財保存活用地域計画【埼玉県】

文化財保存活用区域 見沼周辺区域

・区域は広大であるため、歴史文化遺産の調査が十分でない
・区域の歴史文化遺産の保存・活用に関して連携が十分でない
・維持管理・整備が十分でない 等

方針

主な措置

95 見沼の総合調査
見沼に関する総合調査について検討する

 96 石造物調査
地域に遺る石造物（特に八丁石工に関する石造物）の調査を実

施する

 53 市民団体の活動把握
歴史文化遺産に関する活動団体の把握を行う（特に見沼関連団

体）

 54 市民団体との連携
活動把握した市民団体と連携し、歴史文化遺産の情報共有や人

材の育成を図る

 74 見沼通船堀再整備工事
国指定史跡「見沼通船堀」西縁園路及び案内板設置工事を実施

する

106 旧坂東家住宅の修理計画作成

      市指定文化財「旧坂東家住宅」の修理計画を作成する

・歴史文化遺産の掘り起こしを行う
（区域に遺る歴史文化遺産について調査する）

・行政内部をはじめ、多様な連携で、見沼周辺区域の歴史文化遺産を
保存・活用する
（特に見沼周辺区域で活動する様々な団体を把握し、連携を図る）

・必要な維持管理・整備を行う
（区域の歴史文化遺産を適切に保存・活用するため、維持管理と計
画的な整備を行う） 等

概要

■行政、専門家、市民、団体、所有者 ■Ｒ10～12

■行政、専門家、市民、団体、所有者 ■Ｒ10～12

■行政、市民、団体 ■Ｒ6～12

■行政、市民、団体 ■Ｒ8～12

■行政、専門家、団体、所有者 ■Ｒ6～8

■行政、専門家、所有者 ■Ｒ6～8
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【 計 画 期 間 】

【 面 積 】

【 人 口 】

■砺波市の指定等文化財件数

07 砺波市文化財保存活用地域計画【富山県】

令和7～18年度（12年間）

127.03㎢

約4.7万人

類 型

国 県 市

計指定

選定
登録 指定 登録 指定 登録

有形文化財

建造物 0 5 2 – 8 0 15

美術工芸品

絵画 0 0 3 – 0 0 3

30

彫刻 1 0 1 – 9 0 11

工芸品 0 0 0 – 3 0 3

書跡•典籍
•古文書

0 0 1 – 7 0 8

考古資料 0 0 0 – 4 0 4

歴史資料 0 0 0 – 1 0 1

無形文化財 0 0 0 0 0 0 0

民俗文化財
有形の民俗文化財 1 0 0 – 3 0 4

無形の民俗文化財 0 0 1 0 1 0 2

記念物

遺跡 1 0 0 – 9 0 10

名勝地 0 0 0 – 1 0 1

動物•植物•地質鉱物 0 0 1 – 7 0 8

文化的景観 0 – – – – – – 0

伝統的建造物群 0 – – – – – – 0

計
（指定） 3 – 9 – 53 – 65

70（登録） – 5 – 0 – 0 5

※「－」は制度がないものを示します。

砺波市の位置図

■推進体制

■歴史文化の特性

戦の歴史文化
本市は、古代から数々の戦乱の舞台となった。古くは平安

時代の源平争乱時、倶利伽羅の合戦の前哨戦として般若野の
合戦が行われ、続く鎌倉時代には承久の乱で戦いが繰り広げ
られた。戦国時代には北陸屈指の巨城である増山城が築かれ、
各地に城・砦・館といった防御施設がつくられた。

信仰の歴史文化
古くから人々は信仰をよりどころとし、白鳳時代には三論

宗の千光寺が開かれ、奈良時代には福山窯で須恵器の瓦塔が
焼かれた。鎌倉時代に新しい仏教が広まると、浄土真宗の勢
⼒が一気に広がり、浄土真宗を中心とした仏教が盛んな風土
が形作られた。また、子供歌舞伎や獅子舞といった、信仰に
もとづく祭りの文化も栄えた。

水の歴史文化
本市は大部分が庄川がつくった扇状地である。庄川が運ぶ

水は平野の水田を潤し、奈良時代から米作りに利用されてき
た。古く奈良時代から砺波は穀倉地帯として知られ、水田の
多さは独特の景観を生み出している。
庄川は飛騨からの流木や、多くの恵みをもたらす反面、水

害も多く、堤防を築くなどして治水にも労⼒を要した。

米の歴史文化
奈良時代に未開地を開墾した利波臣志留志は、多くの米を

生産し、奈良東大寺大仏建立に貢献するなどして米どころの
基礎を作った。近世には加賀藩が堤防を築いたことで庄川が
固定化され、そのおかげで氾濫原を開墾して散村集落がつく
られた。こうした藩の政策により米の収穫量が増加し、加賀
百万石の大きな割合は砺波郡によって支えられた。

      

指定等文化財は７０件、未指定文化財は９１１件把握 25



散
り
ば
め
ら
れ
た
文
化
財
が
咲
き
誇
る
ま
ち
を
つ
く
ろ
う

基本方針 課題 措置（抜粋）

[文化財の調査・研究の推進]

○詳細な祭りの内容の把握や記録保存を主とし
た総合調査を行う
[文化財に対する適切な評価]
○調査によって価値が明らかになった場合、文
化財の保護に努める
[保存・管理の推進]
○増山城跡は、計画的な史跡整備を進める
[防災・防犯]
○防火管理や収蔵庫、消防施設、避雷針等の防
火施設・設備の充実を促進する 等

[地域活性化の推進]

○観光や産業への文化財の活用や、地域活性化
を図る
[情報発信の推進]

○より多くの人に文化財の魅⼒が伝わるように、
わかりやすい情報提供に努める

[魅力をひきだす活用の推進]

○さまざまな普及啓発を行い、市民の方にアプ
ローチする
[文化施設の ICT活用や企画連携の推進]
○文化施設間で連携した企画展や特別展の開催
を推進する 等

[人材育成の推進]

○地域の伝統文化・芸能を継承するため、指導
者や担い⼿の育成を推進する
[組織・体制づくりの推進]

○文化財関連団体や地域の人材の連携や情報交
換の場としてプラットフォームを設置する

[学校教育との連携の推進]

○学校との連携をさらに深め、小学校および中
学校社会科副読本への情報提供や出前講座など
を通じて、文化財の魅⼒を伝える 等

価値を
みいだす

魅力を
ひきだす

物語を
ひきつぐ

国指定史跡である増山城跡を適切に保存し活用する
ため、史跡整備を推進する。

方針
基本

理念

[人材育成]

○伝統文化・芸能の指導者や担い
⼿の育成が求められている
[組織・体制づくり]

○連携するためのプラットフォー
ムの設置が求められている

[学校教育との連携]

○学校との連携をさらに深め、小
学校および中学校社会科副読本へ
の情報提供や出前講座などを通じ
て、文化財の魅⼒を伝えることが
求められている 等

[地域活性化]

○観光資源としての文化財の活用
は不十分

[情報発信]

○わかりやすい情報提供に努める
必要がある

[魅力をひきだす活用]

○ さまざまな普及啓発を行い、市
民にアプローチする必要がある
[文化施設]
○文化施設間で連携することが求
められている 等

[調査・研究]

○獅子舞が数多く行われているが、
総合的な調査が行われていない
[文化財の適切な評価]
○未指定文化財は、適切な調査を
行った上で、価値付けを行う必
要がある
[保存・管理]
○ 増山城跡は、史跡整備が不十分
[防災・防犯]
○自動火災報知設備などが未整備
の文化財がある 等

12 増山城跡史跡整備

07 砺波市文化財保存利活用地域計画【富山県】

文化財の保存・活用に関する目標、課題・方針、措置

獅子舞に関する状況把握をするために調査を実施す
る。

４ 獅子舞調査の継続

新たに創設した登録制度を運用し、文化財の登録を
進める。

11 市登録制度の運用

■行政、専門家 ■R7～18

■行政、専門家 ■R7～18

■行政、専門家 ■R7～12

39 文化施設連携企画展の開催

郷土資料館、美術館、散居村ミュージアムなど文化
施設が連携し、企画展を開催する。

獅子舞の特徴を知ってもらうため、AR コンテンツ
の制作を進める。

民間事業者と連携し、産業観光での文化財活用を推
進する。

22 産業観光ブラッシュアップ

37 獅子舞AR コンテンツの制作

■行政、団体 ■R7～18

■行政、市民 ■R7～12

■行政、団体 ■R8～12

54 砺波散村地域学習講座の開催

小学校・中学校・高校と連携し、散村地域を深く理
解するための学習講座を開催する。

伝統文化・芸能を後世に継承するため、指導者や担
い⼿の育成を支援する。

41 郷土芸能伝承指導者の養成

49 地域文化財マップの作成

文化財を地域で守る組織づくりの一環として、公民
館を主体として地域文化財マップを作成する。

■行政 ■R7～18

■行政、団体 ■R9～18

■行政 ■R7～18
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07 砺波市文化財保存利活用地域計画【富山県】

本市は、古代から数々の戦乱の舞台となった。古
くは平安時代の源平争乱時、倶利伽羅峠の合戦の前
哨戦として般若野の合戦が行われ、続く鎌倉時代に
は承久の乱で戦いが繰り広げられた。戦国時代には
北陸屈指の巨城である増山城が築かれ、各地に城・
砦・館といった防御施設がつくられた。

本市では、大正時代から米作りの裏作として
チューリップの栽培が始まり、扇状地の土壌や気候
が適していたことから切花や球根の生産量が増加す
るとともに、春に行われるチューリップフェアは70 
年以上も続き、市の代表的な観光イベントに成長し
た。

古くから人々は信仰をよりどころとし、白鳳時代
には三論宗の千光寺が開かれ、奈良時代には福山窯
で須恵器の瓦塔が焼かれた。鎌倉時代に新しい仏教
が広まると、浄土真宗の勢⼒が一気に広がり「真宗
王国」といわれる越中の風土が形作られた。

砺波地方は古くから穀倉地帯として知られるが、そ
の起源は奈良時代の地方豪族である利波臣志留志が扇
状地を開拓し、多くの米を都に献上したことに由来し
ている。その志留志は米とともに開拓した土地を奈良
東大寺に寄進し、米作りの基礎をつくった。

本市では、子供歌舞伎曳山、獅子舞、夜高祭り、
盆踊りの「チョンガレ」や「えんじゃら」など多く
の祭りが今も受け継がれ、五穀豊穣を祈る祭り文化
が定着している。これらは信仰にもとづくもので、
祭りを軸とした一年のサイクルが生活のなかに根付
いている。

砺波地方で行われていた米作りは、江戸時代を通
して加賀藩の石高を支えた。扇状地上では川跡を開
拓して耕地とし、稲作に特化するため家のまわりに
水田を配することで散居村（散村）の集落がつくら
れた。また、人々の住まい方や年中行事もほぼすべ
てが米作りが中心にあった。

本市は大部分が庄川でつくられた扇状地である。
庄川が運ぶ水は平野の水田を潤し、奈良時代から米
作りに利用されてきた。古くから砺波は穀倉地帯と
して知られ、水田の多さは独特の景観が生み出して
いる。庄川は飛騨からの流木や、多くの恵みをもた
らす反面、水害も多く、堤防を築くなどして治水に
も労⼒を要した。

関連文化財群と文化財保存活用区域
■７つの関連文化財群

Ⅰ 戦の歴史文化
① 源平合戦と戦国争乱の舞台

Ⅱ 信仰の歴史文化
② 布教の歴史と仏教文化
③ 五穀豊穣を祈る祭り文化

Ⅲ 水の歴史文化
④ 庄川の治水と用水
⑤ 扇状地でのチューリップ栽培

Ⅳ 米の歴史文化
⑥ 古代豪族の開墾と献物
⑦ 散村と米作りの生活文化

① 源平合戦と戦国争乱の舞台

② 布教の歴史と仏教文化

③ 五穀豊穣を祈る祭り文化

⑤ 扇状地でのチューリップ栽培

⑥ 古代豪族の開墾と献物

⑦ 散村と米作りの生活文化

④ 庄川の治水と用水

庄川地域文化財保存活用区域

庄川地域文化財保存活用区域■１つの文化財保存活用区域

庄川扇状地の扇頂部に位置し、山深い五箇山と瑞泉寺の門
前町である井波を結ぶ地点で、一級河川の庄川に関わりの
深い区域。
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庄川扇状地の扇頂部に位置し、山深い五箇山と瑞泉寺の門前町である井波を結
ぶ地点で、一級河川の庄川に関わりの深い区域である。庄川が峡谷を抜けて平野
に出る場所で、これまで治水に多くの労⼒を要した一方、昭和初期に建設された
２つのダムや、庄川両岸に集中する用水取水口など水関連施設があり、砺波平野
における工業や農業の発展に寄与してきた。

この地域は、昭和初期に行われたダム建設で隆盛したという歴史がある。その
象徴的存在として、小牧ダム（国登録有形文化財）と庄川用水合口ダム（庄川合
口堰堤、国登録有形文化財）がある。小牧ダムは水⼒発電用、庄川用水合口ダム
は庄川流域の農業用水の取入れ口を合口化するために建設されたものである。建
設当時、最高級の建設資材とされたコンクリートは、左官の名工・竹内源造の鏝
絵の技術によって庄川大仏や山田文作像（現在は亡失）、一本橋の欄干、木村産
業株式会社の社屋などダム以外にも使用された。

81 ICT を活用した情報発信
庄川水記念公園にQR コードを貼付したサインを設置し、来訪客が庄川

の文化財に⼿軽にアクセルできるようにする。

82 庄川水資料デジタルコンテンツの拡充
ウェブ上に情報を一元的にまとめたポータルサイトを開設し、随時情報

更新を行い、庄川や水資料の情報発信を行う。

28

庄川地域文化財保存活用区域

07 砺波市文化財保存利活用地域計画【富山県】

■庄川地域文化財保存活用区域

この区域は、庄川に関わる歴史が深く、関連した文化財が多く密集して
いる。春にはエドヒガンザクラ、夏には夜高や五ヶ種チョンガレ、秋には
獅子舞、冬には厄払い鯉の放流など四季折々に文化財に触れることができ
る。庄川峡遊覧船や温泉郷には季節を問わず多くの人が訪れている。しか
し、文化財が豊富で観光イベントや観光地は充実している一方、それぞれ
の結びつきや連携が弱いところがある。

そこで、文化財と観光を結びつける⼿段として、まちづくりを行う市民
の協⼒を得ながら、ICT 技術の活用やインターネットによる情報の一元
化、情報発信の強化に努める。

課題と方針

措置

庄川地域文化財保存活用区域の範囲

庄川合口堰堤（庄川合口ダム） 小牧ダム

■行政 ■R7～18

■行政、市民 ■R7～18



⑤豊かな自然環境に守り育てられた人々の暮らしと祭り
本市の人々は、富士山によりもたらされた山の恵みを享受しながら生活し

てきた。人々は農業に適さない本市の土壌を活かした粟や稗などの農作物をつくり、日々の暮らしをより豊かにするために知

恵と努⼒を積み重ね、暮らしに根差した祭礼文化を生み出した。

⑥環境に支えられた織物産業と風情ある町並み
本市は、農業に適さない土壌であったため、近世には織物産業が盛んに行われた。織物産業の中心として栄えた下吉田地区

では、かつて問屋街として栄えた町並みが残されている。

⑦信仰、暮らしと産業を支える水
本市は古くから水の豊かな土地であり、富士山の湧水は人々の暮らしや産業を支えた。しかし富士山の山腹から流れ出た雪

代による災害に見舞われるなど、本市には水による自然災害と戦ってきた歴史がある。

⑧内に結ばれ、外に開かれた山麓のまち
本市は四方を山に囲まれた場所に位置しているが、東海道本道と甲斐国を結ぶ「甲斐路」や「富士道」といった主要な道を

つなぐ結節点だった。そのため市内の主要な道路沿いには町が発展し、政治や軍事拠点が形成された。

08 第２期 富士吉田市文化財保存活用地域計画【山梨県】

【計画期間】令和７～令和11年度（５年間）

【面 積】121.74Ｋ㎡

【人 口】約4.6万人

【関連制度】世界文化遺産「富士山-信仰の対象

と芸術の源泉」(H25年6月)

概要

種 別
国
指
定
等

県
指
定

市
指
定

国
登
録

計
（件）

有
形
文
化
財

建 造 物 6 1 7 10 24

美術工芸品

絵 画 0 0 10 0 10

彫 刻 0 2 2 0 4

工 芸 品 1 2 5 0 8

書跡・典籍 1 0 0 0 1

古 文 書 0 0 4 0 4

考 古 資 料 0 2 0 0 2

歴 史 資 料 0 0 0 0 0

無形文化財 0 0 0 0 0

民俗文化財
有形の民俗文化財 1 1 0 0 2

無形の民俗文化財 1 2 8 0 11

記念物

遺跡（史跡） 1 0 3 0 4

名勝地（名勝） 1 0 1 0 2

動物・植物・地質鉱物
（天然記念物）

4 1 17 0 22

文化的景観 0 ― ― ― 0

伝統的建造物群 0 ― ― ― 0

計（件） 16 11 57 10 94

指定等文化財は、９４件
未指定文化財は、７０，１６８件把握

指定等文化財件数一覧

推進体制

多様な主体が助け合い、協⼒するた
めの体制を整備し、本計画を推進する。

歴史文化の特性
①富士山の噴火活動と人々の暮らし

本市に暮らす人々は、富士山の度重なる噴火活動の直接的な影響を受け

ながら生活してきた。人々が火山活動によりもたらされた地形を工夫や努

⼒によって利用してきた歴史は、本市の歴史文化の基盤を形成した。

②北口本宮冨士浅間神社と御師町が育んだ巡礼文化
古くから神聖視された富士山は、信仰の対象として人々を魅了した。富

士山に対する信仰が遥拝から登山に変化した近世には、自宅を宿泊所とし

て提供する御師と呼ばれる者が現れた。特に上吉田地区は北口本宮冨士浅

間神社を中心とした御師町として発展した。

③富士山吉田口登山道が支える日本固有の信仰形態
富士山と麓の御師町をつなぐ道として、吉田口登山道は古来、多くの信

仰登山者によって利用された。近世には登山の盛況によって登山道の各所

に祠堂や山小屋のほか、石造物が建てられた。現在の登山道でもかつての

信仰の歴史を感じることができる。

④聖地富士山を守り継ぐ吉田の祭礼
富士山は畏敬と祈りの対象とされたため、本市では富士山に関連する祭

礼行事が古来行われてきた。特に富士山の山開きと山仕舞いを告げる神事

は、本市の歴史文化を語る上で欠かすことのできない行事である。

29



08 第２期 富士吉田市文化財保存活用地域計画【山梨県】

富士吉田市の文化資源の保存・活用の課題・方針・措置

No.2 御師住宅や各地区の寺院や神社
等の歴史的建造物の把握調査

歴史的に価値の高い建造物を適切に保存する
ため、建造物の把握調査を計画的に順次行う。

富
士
山
と
寄
り
添
う
ま
ち

・吉田口登山道において担い⼿が不足している
ため、山小屋等の維持管理ができない。 等

・文化資源を保存・活用するための担当学芸員
やボランティアガイド等、人材の育成ができ
ていない。 等

・御師住宅や各地区の寺院や神社等の歴史的
建造物の詳細な把握調査及び把握調査成果
の整理を計画的に実施する。 等

・未指定文化財を適切に指定し、確実に保
存・継承出来るよう処置を行う。 等

・世代を問わず、効果的な文化財の公開と情
報発信の⼿法を検討し実施することで、市
民の文化財に対する理解を深める。 等

・旧外川家住宅を震災から守るため、耐震補
強等の適切なハード整備を実施する。 等

・市街区に位置する文化資源を軸に拠点を設
け、来訪者同士が快適に交流し、にぎわい
あるまちづくりを実施する。 等

・市街区に位置する文化資源を周遊するルー
トを作成し、来訪者が快適に楽しめるまち
づくりを実施する。 等

・来訪者に文化財の価値を適切に伝えるサイ
ン整備事業を実施する。 等

・多様な主体による吉田口登山道の山小屋等
の文化資源の維持管理や活用が実施出来る
ような支援及び体制整備を行う。 等

・多様な主体による文化資源の保存・活用を
行う担当学芸員やボランティアガイドの育
成を実施する。 等

保
存
・
活
用

文
化
資
源
を
活
か
し
た

ま
ち
づ
く
り

推
進
の
仕
組
み
づ
く
り

■所有者等・専門家・行政 ■ R７～11

・外国人を含めた来訪者に、本市の文化財の価
値や情報を発信するための看板や案内表示が
不十分。 等

・市民や来訪者が自由に情報交換や交流を行う
ことができる拠点となる場がなく、交流が活
性化しない。 等

・市内の文化資源には、来訪者にその魅⼒を伝
えるような周遊ルートがなく、十分な活用が
行われていないものがある。 等

・歴史的建造物に対し、適切な保存措置を行う
ための把握調査が不十分。 等

・指定すべき未指定文化財の指定が進んでおら
ず、消失が危惧されている。 等

・高齢者の方も含め、どの世代の市民に対して
もわかりやすい文化財の公開と情報発信がな
されておらず、市民の文化財に対する理解が
進んでいない。 等

・耐震診断の結果、旧外川家住宅の耐震性能の
不足が判明しているが、適切な補強が行われ
ておらず継承が危ぶまれている。 等

No.20 旧外川家住宅耐震化事業

耐震診断に基づく耐震補強
を実施する。

■専門家・行政 ■ R7

No.41 ふじさんミュージアムパーク
の活用

ふじさんミュージアム及び
鐘山の滝周辺エリアを既存
の文化資源を有効に活用し
ながら、より機能を高めた
交流拠点として活用を図る。
※（一財）ふじよしだ観光
振興サービスに運営委託

■団体等・行政 ■ R７～11

No.56 吉田口登山道維持管理事業

吉田口登山道の景観を維持管理することを目
的とした組織を新たに設置し、山小屋登山道
周辺の下草刈り等の活動を継続的に行う。

■市民等・団体等・所有者等・専門家・行政
■ R７～11

将来像 視点 課 題 方 針 主な措置
（太字は特に主体的に実施）
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08 第２期 富士吉田市文化財保存活用地域計画【山梨県】

関連文化財群 と 文化財保存活用区域
５つの関連文化財群 ５つの文化財保存活用区域

古来、富士山は信仰の対象であり、浅間神社は富士山信仰の中心的な存
在として各地に建立され、とりわけ麓の浅間神社は登山道の起点として発
展した。近世以降に隆盛した富士講により、北口本宮冨士浅間神社と、富
士講の活動を支えた御師たちが住む御師町には巡礼文化と多くの賑わいが
もたらされた。日本独自の巡礼文化を支えた北口本宮や御師町に代表され
る文化資源が、現在も多く本市には残されている。

ストーリー１：北口本宮と御師町が支える巡礼文化

食行身禄の教えを信仰する富士講の人々は、身禄の入定した烏帽子岩を
参拝しようと吉田口登山道を登るようになった。祠堂や山小屋内に神仏を
祀るようになると、富士講中はこれらの神仏を参拝しつつ登拝するように
なり、自分たちの講の名前や印を記したマネキや、ヤカンなどの日用品を
山小屋に奉納した。また、吉田口登山道には、山中から山頂を遥拝したい
女性のための遥拝所が設けられ、女人天上と呼ばれた。本市には、日本固
有の信仰形態を示す文化財が多く存在している。

ストーリー２：吉田口登山道にみる日本固有の信仰形態

信仰登山する修行者や参詣登山する富士講の人々など、日本全国から多
くの人々が富士山に訪れた。富士山信仰と富士登山に関わる祭礼は、御山
開きの祭礼に始まり、吉田胎内祭では富士講中によるお焚き上げの儀式な
どが行われる。晩夏には山仕舞いの祭礼でもある吉田の火祭、北口本宮冨
士浅間神社での閉山祭が行われ、その年の富士登山の祭礼は終わりを迎え
る。聖地富士山を守り継ぐ吉田の祭礼は、聖地富士山に対する畏敬の念に
より現在まで守り受け継がれている。

ストーリー３：富士山信仰を守り継ぐ祭礼文化

人々は絶えず富士山の影響を受けながら、厳しい自然環境に適応し、生
活を営んできた。生産⼒を補うため、ゆるやかな傾斜地形を利用した水掛
麦を発展させた。また、里山や森を共同利用する入会という慣習は、本市
の伝統文化となった。

江戸時代に入り機織りがはじめられると、大正時代には産業として確立
した。織物取引が行われた絹屋町は今なお往時の面影を残している。本市
の生活は厳しい自然と常に共にあり、生き抜くための知恵と努⼒が刻まれ
た生活文化や産業文化を示す文化資源は、現在も多く存在している。

ストーリー４：厳しい自然を生きる人々の生活と産業

富士山からもたらされる災害は、噴火以外にも土石流や雪代（川に流
れ込んだ雪解け水）による洪水もあり、雪代対策として川沿いに堤を築
き防災を行った。

農作物の栽培には適さない溶岩台地では、新倉掘抜や福地用水等の灌
漑水利事業を行い新たな集落や耕作地を広げた。耕地のみでは生活の糧
を十分に得られないため山に求め入会の文化が発展した。

この地に暮らす人々は、日頃から抱く富士山への畏敬の念を、下吉田
の流鏑馬祭、カンカン地蔵、古い形態で残る小正月行事、村ごとの道祖
神祭礼、小室浅間神社の筒粥神事など、伝統的な祭礼・行事として継承
している。

厳しい自然に囲まれた土地で豊かな暮らしを祈り、工夫を続けた人々
の智恵は、多くの文化資源として現在に受け継がれている。

ストーリー５：災害を乗り越え山・水とともに生きる人々の智恵と祈り

I 金鳥居と御師町・浅間神社区域

Ⅱ 新倉三ヶ寺と織物の下吉田区域

Ⅳ 吉田城山と鐘山区域

Ⅴ 吉田口登山道区域

本計画では、第３章に掲げる歴史文
化の特性を踏まえ、次のような文化財
保存活用区域を設定した。

Ⅲ 明見湖の近世新田集落区域

絹屋町の町並み月江寺 本堂

金鳥居 北口本宮冨士浅間神社本殿

中沢堤明見湖

福地用水（新屋）鐘山の滝

禊所跡七合目 日の出館

浅間坊表門

大塚丘

吉田の火祭

現代の織機

カンカン地蔵
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08 第２期 富士吉田市文化財保存活用地域計画【山梨県】

関連文化財群（ストーリー２：吉田口登山道にみる日本固有の信仰形態）

ー主な保存の現状と課題ー

・登山道の利用者が減り、吉田口登山道
や山小屋等が放置され荒廃している。

ー主な措置ー

No. 51 吉田口登山道保存と活用のた 
            めの活動計画策定事業に伴う

整備

北口本宮冨士浅間神社の登山門から六合目安
全指導センターまでの間に既存する神社施設
や山小屋の調査の結果に基づき、所有者の意
向を踏まえた上で建物の復元に向けた支援等
を行う。

■市民等・団体等・所有者等・専門家・行政
■ R７～11

ー主な活用の現状と課題ー

・多くの関係者と複雑な権利関係等によ
り、吉田口登山道や山小屋等の活用が
スムーズに進んでいない。 等

ー主な保存の方針ー

・吉田口登山道や山小屋等を活かした活
用に向けた整備事業を実施する。

ー主な活用の方針ー

・多様な主体による吉田口登山道や山小
屋等の利活用を実施する。 等

ー主な措置ー

No. 26 吉田口登山道保存と活用のた
めの活動計画策定事業に伴う

            活用

吉田口登山道保存と活用のための活動計画に
基づいて麓から六合目安全指導センターまで
の間におけるエリアについて、富士山信仰を
体感できる環境を継承させるため、多様な主
体により神社施設の復元や景観の修景等を行
い、利用促進に繋げる。

■市民等・団体等・所有者等・専門家・行政
■ R７～11

（太字は特に主体的に実施） （太字は特に主体的に実施）

北口本宮冨士浅間神社

鈴原社 社殿 馬返

七合目：トモエ館

富士山遥拝所女人天上

元祖室（烏帽子岩神社）

北口本宮冨士浅間神社

七合目 トモエ館

食行身禄の教えを信仰する富士講の人々は、身禄の入定した烏帽子岩を参拝しようと吉田
口登山道を登るようになった。祠堂や山小屋内に神仏を祀るようになると、富士講中はこれ
らの神仏を参拝しつつ登拝するようになり、自分たちの講の名前や印を記したマネキや、ヤ
カンなどの日用品を山小屋に奉納した。また、吉田口登山道には、山中から山頂を遥拝した
い女性のための遥拝所が設けられ、女人天上と呼ばれた。本市には、日本固有の信仰形態を
示す文化財が多く存在している。
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09 美濃加茂市文化財保存活用地域計画【岐阜県】

指定等文化財は、５３件
未指定文化財は、２０,１８７件把握

１ 山間と平野が隣接する、
里山の暮らし

美濃加茂市の北部、西部には里山
が広がり、特有の植物の生育環境
である。かねてより人々は、身近
な里山から日々の食料、燃料など
を得て暮らしてきた。その暮らし
は、四季と共にあり、自然に対し
て調和のとれたもの（持続可能な
社会）となった。

２ 木曽川･飛騨川の中流としての特徴
美濃加茂市が木曽川の中流域で、木
曽川と飛騨川の合流点に位置するこ
とは、歴史文化の大きな特徴をもつ
ことになった。木材をはじめとする
大量の物資を輸送する、上流と下流
をつなぐ中継地として、人々の生活
を支えてきた。さらに、川の流れに
変化がある中流の環境は、観光資源
や川を活かしたアクティビティを楽
しめる空間になっている。

３ 南北、東西をつなぐ、交通の要所
美濃加茂市は、美濃地方の中央部にあたり、木曽
川の流れが変化する中流域に位置している。
中山道の宿場町や水運の中継地として整備され、
さまざまな街道が設けられてきたことで、南北、
東西、上流や下流をつなぐ結節点となり、現在で
も、交通の要所となっている。

指定等文化財件数一覧

推進体制

種別
国指定・

選定
県

指定
市

指定
国

登録
計

有形
文化
財

建造物 1 0 6 2 9
美術
工芸
品

絵画 0 2 3 0 ５
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彫刻 0 3 6 0 ９

工芸品 0 1 4 0 ５

書跡・典籍 0 1 4 0 ５

古文書 0 0 0 0 ０

考古資料 0 0 1 0 １

歴史資料 0 0 2 0 ２

無形文化財 0 0 0 0 ０

民俗
文化財

有形の民俗文化
財

0 0 0 0 ０

無形の民俗文化
財

0 0 2 0 ２

記念物

遺跡 0 0 4 0 ４

名勝地 0 0 1 0 １

動物・植物・
地質鉱物

3 2 5 0 10

文化的景観 0 ― ― ― ０

伝統的建造物群 0 ― ― ― ０

合計 4 9 38 2 53

やまあい

美濃加茂市の歴史文化は、市域の北部、西部を流れる長
良川水系の川浦川や蜂屋川、南部を流れる木曽川水系の
飛騨川と木曽川からの恵みと、平野を囲む山々の恵みに
より、生まれ、息づいてきた、「山の里」と「川のま
ち」の歴史文化である。

歴史文化の特性

【計画期間】

令和6～15年度（10年間）

【面積】74.81Ｋ㎡

【人口】約5.8万人
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09 美濃加茂市文化財保存活用地域計画【岐阜県】

想
い
が
つ
な
が
り
、
深
ま
り
つ
づ
け
る
ま
ち

①「みのかも地域文化資源」の洗い
出しが不十分である

②「みのかも地域文化資源」の継続的な調
査･研究が求められている 等

１①「みのかも地域文化資源」を市民と
共に明らかにする

１②持続的な調査･研究により「みのかも
地域文化資源」を明らかにする 等

将来像 方向性・課題 方針 主な措置

①「みのかも地域文化資源」を支え
る団体等の支援や、活動環境の整
備が十分でない

方向性１「みのかも地域文化資源」を明らかにする

方向性２「みのかも地域文化資源」を守る

方向性３「みのかも地域文化資源」を共有する

方向性４「みのかも地域文化資源」を活かす

方向性５「みのかも地域文化資源」をみんなで支える

方向性６「みのかも地域文化資源」をつなぐ

①学校教育を通した「みのかも地域
文化資源」の次世代への継承が引
き続き求められている

②生涯学習を通した「みのかも地域
文化資源」の地域での継承が引き
続き求められている 等

①医療･健康･福祉分野における「み
のかも地域文化資源」の活用が求
められている

②観光･商業と連携した活用が十分で
ない 等

①「みのかも地域文化資源」を後世
につなげるための体制の確立がで
きていない

②「みのかも地域文化資源」を後世
につなげるための拠点の強化が求
められている 等

２①「みのかも地域文化資源」の滅失を
防ぐために適切な評価と保存を行う

２⑤災害から「みのかも地域文化資源」
を守る

等

３①「みのかも地域文化資源」を次世代
に共有するための学校教育を推進する

３②「みのかも地域文化資源」を地域で
共有するための生涯学習を充実する

等

４①「みのかも地域文化資源」の新たな
魅力や価値を関係者と共に創造する

４②「みのかも地域文化資源」を観光･商
業振興に活かす

等

５①「みのかも地域文化資源」を支える
団体等を支援する

６①「みのかも地域文化資源」を市域全
体で保存･活用するための各関係者との
連携を強化する

６②「みのかも地域文化資源」を博物館
を拠点に保存･活用するための仕組みを
強化する

等

①「みのかも地域文化資源」の適切
な評価による保存と維持管理が求
められている

⑤「みのかも地域文化資源」の防災
対策が十分でない 等

No.6 「美濃加茂事典」の調査・研究

『美濃加茂事典』（「みのかも地域文化資源」を五十音順に並べ、「⼿
引き」「インデックス」「百科」としての役割を持つもの）の各項目の
内容について、調査・研究を掘り下げることで知見を更新し、「みのか
も地域文化資源」情報の集合知のハブとして機能させる。

■市（文化振興課・ひとづくり課（図書館））/市民
■ R6～15 

美濃加茂市の文化財の保存・活用の課題･方針･措置

No.19 「みのかも地域文化資源」レスキュー事業

発災時、岐阜県文化財保存活用大綱をもとに活動する。また市内外の関連団体や専門性を持つ方、
岐阜県博物館協会、岐阜県に所在する文化財保存団体と平時から情報共有等を進め、有事の際の
「みのかも地域文化資源」のレスキュー活動での連携を強化する。

■市（文化振興課・防災安全課）/市民/関係団体･機関（岐阜県博物館協会）
■ R6～15 

No.28 市民向け活動の実施

市民向けの事業として「みのかも地域文化資源」をめぐる現地ツアーや講
座の開講などを地域住民と共に行うほか、「みのかも地域文化資源」の一
般公開などを行い、市民が美濃加茂市の歴史や文化、「みのかも地域文化
資源」に気軽に接することができる機会を増やす取組みを行う。

■市（文化振興課・まちづくり課） /市民
■ R6～15 

No.34 高齢者を元気にする事業

認知症予防のため、回想法で「自分の過去を話す」際等に、「みのかも地
域文化資源」を活用することで、過去の自分の写真や思い出の品物などと
ともに、自分を見直すための⼿助けとなるよう支援する。

■市（文化振興課・高齢福祉課） /市民/

  関係団体・機関（社会福祉法人美濃加茂市社会福祉協議会）
■ R6～15

No.43 「美濃加茂伝承料理の会」の支援

市民ミュージアム生活体験館「まゆの家」を会場にして、この地域に伝わ
る料理を取り上げ、調べて作る活動をしている「美濃加茂伝承料理の会」
の活動を支援する。

■市（文化振興課）/関係団体･機関（美濃加茂伝承料理の会）/市民
■ R6～15 

No.50 各地区の住民活動の推進

地域の歴史や文化を活かした事業への相談、協⼒を行う。

■市（文化振興課・まちづくり課）/市民
■ R6～15 

まち歩き・文化財探訪講座

健康・福祉（回想法：
認知症予防）

地域に伝承された料理

まちづくり協議会企画（年中行事）

美濃加茂辞典HP
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長良川水系に属し、美濃山地の裾野に位置
する自然豊かなこの地域で、人々は山の恵み
を受けながら暮らしを営んできた。

伊深地区には、こうした暮らしの舞台とな
り、人々の心を潤した穏やかな自然を象徴す
る「岩山の絶景・幻の滝」がある。また、
「天王用水」や「新谷の池」などは人々の営
みの証である。そのほか、集まり暮らす人々
を支えた行政機能として「旧伊深村役場庁
舎」、この地で育つ子どもたちへの教育機関
として「秀文義校跡」が遺っている。この伊
深地区の人々の暮らしを、持ち前の知恵や知
識により豊かにしてきた人々のゆかりの地が、
各所に遺されている。

歴史文化の特性：山間と平野が隣接する、里山の暮らし 歴史文化の特性：木曽川･飛騨川の中流としての特徴

美濃加茂市の４つの関連文化財群

［旧伊深村役場庁舎］

［牛牧の桜並木］

［旧太田宿本陣門（市指定）］

［吉田家住宅主屋］

［坪内逍遙顕彰碑］

［北原白秋 歌碑］

［関山無相大師に関する伝説や民話
（絵本『えげんさん』）］

［正眼寺］

美濃加茂市では、多様な「みのかも地域文化資源」を「まとまり」をもって扱う。地域で大切にされてきた未指定の文化財についても構成要素としての
価値付けが可能となり、また、相互に結びついた文化財の多面的な価値・魅⼒を明らかにすることができる。美濃加茂市の歴史文化の特性のうち、２つの
歴史文化の特性を基に、計４つの関連文化財群を設定し、「みのかも地域文化資源」のつながりを活かした保存・活用の取組みを行う。

関連文化財群１ 山の里での暮らし

関連文化財群２ 山の里での祈りと伝説

関連文化財群３ 川のまちの古い建物

関連文化財群４ 川のまちの文学碑

山の縁と隣り合い、静かな時間が流れる
伊深地区は、禅僧の修行の場に選ばれた。
また、自然に囲まれる暮らしの中で、人々
がさまざまな想いを馳せたことで、祈りや
信仰が生まれた。また、後世まで語り継が
れる伝説や民話も遺されている。

伊深町寺洞には、関山無相大師（えげん
さん）が伊深地区に庵を結び修行したのが
はじまりといわれる「正眼寺」がある。そ
のほか、伝説や民話として、自然と共に生
きる中で生まれた言い伝えのある「龍宮の
渕」や、えげんさんを慕う気持ちが伝わっ
てくる「別れの涙笹」などが現代まで伝
わっている。

江戸と京都を結ぶ重要な街道のうち、中山道三
大難所の１つ「太田の渡し」がある中山道太田宿
は、木曽川筋の軍事・政治・経済の重要な拠点と
して位置づけられた。江戸時代、中山道を往来す
る人やモノで溢れ、中濃地域の中心地となった中
山道太田宿は、その後も賑わいと発展を続けた。

江戸時代に中山道太田宿の脇本陣として機能し
た、「旧太田脇本陣林家住宅」では、切妻の両端
に立派な“うだつ”が設けられ、この家の権威と格
式を示している。また、中山道沿いには、江戸末
期から明治初期に建築されたうだつのある町家が
遺る。また、「旧太田警察署（のちの太田町役場
庁舎）」や「旧十六銀行太田支店」などの近代の
建物も多く遺っている。

豊かな自然に抱かれ、ゆったりとした時間が流
れる美濃加茂市では、多くの文化人が生まれ、集
まり、創作活動の拠点としていた。また、五街道
の１つである中山道と飛騨へ向かう飛騨街道、関
や郡上へ向かう関街道の分岐点であり、かつ水運
の要である木曽川に面している中山道太田宿周辺
では特に、さまざまな人が集まり、新しいひらめ
きが生まれる場所でもあった。

美濃加茂市生まれの文化人として、近代日本を
代表する劇作家、小説家、教育者である坪内逍遙、
美濃加茂市で創作活動を続けた人物として岡本一
平や林魁一、美濃加茂市を訪れたゆかりの文化人
として、播隆上人、松尾芭蕉や北原白秋などがい
る。

やまあい
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豊かな自然に抱かれ、ゆったりとした時間が流れる美濃加茂市では、多くの文化人が生まれ、集まり、創作活動の拠点となっ
ていた。また、五街道の１つである中山道と飛騨へ向かう飛騨街道、関や郡上へ向かう関街道の分岐点であり、かつ水運の要である木曽
川に面している中山道太田宿周辺では特に、さまざまな人が集まり、新しいひらめきが生まれる場所でもあった。美濃加茂市生まれの文
化人として、近代日本を代表する劇作家、小説家、教育者である坪内逍遙、美濃加茂市で創作活動を続けた人物として岡本一平や林魁一、
美濃加茂市を訪れたゆかりの文化人として、播隆上人、松尾芭蕉や北原白秋などがいる。

No. 名称 指定種別 分類

１ 坪内逍遙顕彰碑 未指定 石造物（記念碑）

２ 蘇北吟社句碑 未指定 石造物（文学碑）

３ 竹庭句碑 未指定 石造物（文学碑）

４ 武田耕雲斎歌碑 未指定 石造物（文学碑）

５ 岡本一平句碑 未指定 石造物（文学碑）

６ 坪内逍遙歌碑 未指定 石造物（文学碑）

７ 北原白秋歌碑 未指定 石造物（文学碑）

８ 松尾芭蕉句碑 未指定 石造物（文学碑）

９ 播隆上人歌碑 未指定 石造物（文学碑）

10 岡本一平終焉の地碑 未指定 石造物（記念碑）

11 長尾和男詩碑 未指定 石造物（文学碑）

概要

美濃加茂市の関連文化財群４ 「川のまちの文学碑」

構成文化財の一覧 関連文化財群に関する課題

関連文化財群に関する方針

関連文化財群に関する措置

・文学碑の歴史的背景やこの地に置かれた意味について知るこ
とは、美濃加茂市の歴史文化を明らかにするうえで重要であ
る。しかし、そのための調査が十分に実施できていない。

・「川のまちの文学碑」を構成する「みのかも地域文化資源」
は、地域の団体により保存・活用が図られているものがある。
文学碑を通して、歴史文化の特性を市民に伝えていくために
は、こうした地域の団体との更なる連携が必要不可欠である。

・各文学碑が持つ歴史的背景を明らかにするために、学術的な
詳細調査を行う。

・歴史文化の特性を市民に伝えていくために、坪内逍遙博士顕
彰会など文学碑を保存・活用している地域の団体との連携を
強化する。

措置J 「川のまちの文学碑」にまつわる「みのかも地域

文化資源」の詳細調査
逸失の可能性が高い文学碑にまつわる文化財から優先的に詳細調査を行う。

■市（文化振興課） ■R6～15

措置K 「川のまちの文学碑」の保存・活用を担う団体との

連携
坪内逍遙博士顕彰会など、関連する「みのかも地域文化資源」の保存・活用を

担う団体と連携を強化する。

■市（文化振興課） /関係団体/機関（坪内逍遙博士顕彰会） ■R6～15［１ 坪内逍遙顕彰碑］［２ 蘇北吟社 句碑］［４ 武田耕雲斎 歌碑］ ［７ 北原白秋 歌碑］
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－：該当なし

推進体制

歴史文化の特徴

１．川が作り出した静岡・清水平野に広がる豊かな暮らし
安倍川をはじめとする河川によって作られた広大な静岡・清水平野は、人々が暮ら
すのに最適の土地である。稲作を契機に開発が進み、洪水と治水を繰り返しながら
川と人とが共存し、静岡市民の主要な生活の場となっている。

10 静岡市文化財保存活用地域計画【静岡県】
【計画期間】令和７～12年度（６年間）
【面 積】1,411.93㎢
【人 口】約67.3万人
【関係計画等】・世界の記憶（H29年度)

指定等文化財件数一覧

指定等文化財は、３３１件
未指定文化財は、１,９６５件把握

行政 静岡市の文化財所管課、関係課、国や県、市外の関係機関・施設

市民等 行政以外の主な関係機関施設、民間団体等、住民組織

所有者・管理者 文化財の所有者・管理者等

専門機関 文化財保護審議会、大学・研究機関等

４．平野部と丘陵部で育まれた信仰と文化
静岡市域では、人々が多く暮らす平野部を囲む丘陵部で時代の様相に合わせなが
ら寺院や神社が発展し、人々に信仰されてきた。そこでは、伝説の舞台となった
日本平や、遠方に見える富士山等の風景を借景としつつ、絵画や歌、文学など、
様々な文化が育まれてきた。

２．連綿と続く政治と文化の中心地
静岡市は静岡県の県庁所在地であり、特に市役所・県庁の所在する地域は、推定
駿河国府、今川館、駿府城や駿府城下町があった場所で、今川氏が取り入れた都
の文化、徳川家康にゆかりの文化などが多く残り、政治と文化の中心的な場所で
あることを物語る。

３．街道の往来と人々の交流
静岡市は、東海道を通じた東西の往来、身延街道等を通じた南北の往来が盛んで
ある。それが生み出す交流は、縄文時代の遺物、古代、中世の記録、近世に発達
した東海道や身延街道などが物語っている。

５．オクシズに息づく伝統文化
静岡市では、市内の中山間地域は「奥静岡」という意味で、オクシズという愛称
で呼ばれている。わさびや焼畑で栽培される在来作物などの食文化、神楽や盆踊
などの伝統文化の多くは、そこに住む人々の生活と共に育まれてきた。

６．海と共存する歴史文化
静岡市の人々は、古くから駿河湾とともに暮らしてきた。特産のサクラエビの漁
場として、茶業を支える交易路として利用され、風光明媚な保養地としても愛さ
れた。また、由比北田の天王舟流しは疫病除けの民俗行事として今に伝わる。駿
河湾は多方面で人々の生活を支えている。

［指定等文化財の一覧］               （令和 6年８月現在） 

文化財の種別 
国  

指 定 

県 

指定 

市 

指定 

国 

登録 
合 計 

有形文化財 40 76 91 41 248 

  建 造 物 ７ 4 14 41 66 

 

美
術
工
芸
品 

絵   画 1 12 8 ０ 21 

 彫  刻 2 12 21 0 35 

  工 芸 品 22 29 15 ０ 66 

  書跡・典籍 3 5 5 ０ 13 

 古文書 3 2 15 0 20 

  考古資料 1 11 4 ０ 16 

  歴史資料 1 1 9 ０ 11 

無形文化財 0 1 0 0 1 

民俗文化財 2 8 6 0 16 

  有形の民俗文化財 ０ 1 2 ０ 3 

  無形の民俗文化財 2 7 4 ０ 13 

記念物 13 11 42 0 66 

  遺  跡（史跡） ７ 2 11 ０ 20 

  名  勝 地（名勝） ４ 1 3 ０ ８ 

  
動物・植物・地質鉱物 

（天然記念物） 
1 8 28 ０ 37 

 史跡及び名勝 １ ０ ０ ０ １ 

文化的景観 0 － － － 0 

伝統的建造物群 0 － － － 0 

合   計 55 96 139 41   331 

※上記一覧のほか、東海大学海洋学部にて国指定天然記念物ミヤコタナゴを飼育するほか、特別天然記念物カモシカ、特別天然記念物ライチョウも市内での生息が確認されている。 

・世界文化遺産「富士山ー信仰の対象
と芸術の源泉 」(H25年)

・日本遺産「日本初「旅ブーム」を起
こした弥次さん喜多さん、駿州の旅
～滑稽本と浮世絵が描く東海道のガ
イドブック」（道中記）～（R2年度）

・ユネスコ無形文化遺産 「風流踊」
（R４年度）
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【将来像】 静岡市の文化財が活用され「市民の財産」として未来に継承される

10 静岡市文化財保存活用地域計画【静岡県】

地域で継承されてきた文化財の持つ価値を、

次世代に継承していくために、これまでの取
組を踏まえ、様々な機関による把握調査や詳
細調査の継続を促すとともに、調査機関が連

携した把握調査や詳細調査については充実を
目指す。

方向性Ⅰ【知る】
(把握・調査)

方向性Ⅱ【守る】
(保存・修理)

文化財を通して人々がつながり、交流する

まちづくりを実現するために、多様な分野

が連携した、文化財の活用を目指す。

方向性Ⅲ【活かす】
(活用・情報発信)

【知る】に関する方針の例

(２)－③現在の保存状況や将来的な

保存見込みの情報提供について市民

に呼び掛け

(２)－④調査成果のデータベース化

とデータベースの公開

等

【措置の例】

５ 未指定文化財保存状況調査
市内の未指定文化財の保存状況を確認する
ための調査を実施する。
■行政、市民等、所有者・管理者、専門機
関
■R7～12
 

6 文化財データベース作成･公開
収集した調査情報を文化財情報とあわせ
データベース化し公開する。
■行政、市民等、所有者・管理者、専門機
関
■R11～12

【知る】に関する課題の例

(１)－③ 現在の保存状況や将来的な保

存の見込みが把握できていない未指

定文化財がある。

(１)－④ 文化財情報の整理が不十分で

あり、市民の利用に至っていない。

等

【守る】に関する方針の例

(２)－②市所有文化財については計画

的な修理・整備を継続、民間所有の

指定等文化財について、計画的な修

理・整備に向けた支援の実施

等

【措置の例】

8 市所有文化財の修理・整備事業
市が所有している文化財の計画的な修理や
整備を実施する。
■行政、市民等、所有者・管理者、専門機
関
■R7～12

【守る】に関する課題の例

(１)－② 指定等文化財の中には修理
や整備が未実施のものや途上のもの
がある。

等

【措置の例】

22 市所有文化財（登録有形文化
財）の活用事業
民間企業等と連携して活用して、利用者
の再訪を促す。
■行政、所有者・管理者、市民等、専門機
関
■R7～12

【活かす】に関する課題の例

(１)－① 市の文化施設では、文化財の活用拠

点として、各館がそれぞれ情報発信や常設展

示、企画展示を行っているが、来訪者は市民

の一部にとどまる。

(１)－③ 市の歴史文化の特徴の魅⼒が観光等

に活かしきれていない。 等

指定等文化財は、今後も修理や整備を継続す

る。未指定文化財のうち、「静岡市の歴史文
化の特徴」と関わるものは、指定等による保
護措置を検討し、保存と活用につなげる。未

指定文化財は、市民等が主体となった後世へ
の継承が図られるよう、気運の醸成を図る。

11 資金調達支援等
民間所有の文化財の保存修理・整備におけ
るクラウドファンディングの利用推進や文
化財を次世代につなぐための基金設立等の
検討。
■所有者・管理者、行政、市民等、専門機
関
■R7～12

【活かす】に関する方針の例

(２)－①各文化施設で、文化財に関心の低

かった人々の興味を抱く魅⼒的な企画展示の

開催を目指し、それぞれが連携した情報発信

の推進

(２)－③歴史文化の特徴について、観光観点

から情報発信し、歴史文化の特徴に関連する

文化財を群として活かすとともに、個々の文

化財を観光資源として練磨 等

26 他主体との連携
民間企業や観光団体、商工会議所等と連携
した活用事業を実施する。
■行政、市民等、専門機関、所有者・管理
者
■R9～12

【措置の例】

33 オクシズ漆の里協議会の開催
文化財所有者、生産者、行政が集まり、
漆の地産地消に向けた会議や講義等を実
施する。
■所有者･管理者、行政、市民等、専門機
関
■R7～12

【皆で取り組む】に関する方針の例

(２)－②取組団体の活動を支援するととも

に、新たな担い⼿の育成の支援

(２)－⑥市民が文化財を身近に感じるための

仕組づくり

等

43 市民等協働したガイドマップ
の作成
市民が文化財に親しむための周知のガイ
ドマップの作成を行う。
■行政、市民等、専門機関、所有者･管理
者
■R7～12

方向性Ⅳ【皆で取り組む】
(人材育成・仕組づくり)

【皆で取り組む】に関する課題の例

 (１)－②無形文化財、民俗文化財、文化財の

保存技術の担い⼿の高齢化による後継者不足

が進行している。

(１)－⑥市民が文化財を身近に感じていな

い。 等

文化財を将来にわたって継承するとともに、

効果的な活用を図るためには所有者や行政だ
けでなく、市民等の⼒が不可欠である。行政
は、一連の調査で得られた知見を市民に還元

するためにも、市民が、文化財を身近なもの
と感じ、理解を深める機会を提供する。
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10 静岡市文化財保存活用地域計画【静岡県】

文化財保存活用区域とは
多様な文化財が集積し、これまでも文化財に関連する積極的な取組が

行われてきた区域のことである。文化財をその周辺環境も含めて面的に
保存・活用を行うことで、魅⼒的な空間の創出を目指す。その際には、
市民等が主体となって、行政や専門機関がその役割を補完する姿を目標
とする。静岡市が設定する文化財保存活用区域は、市内でも文化財に対
する関心が特に高くて、それを活かそうとする動きがある地域という観
点から蒲原地域を区域に設定した。

地区の概要
蒲原宿は、江戸時代に東海道15番目の宿場町として発展した。現在

も街道の町並みが残っている。地区内には志田家住宅主屋（国登録）、
渡邊家土蔵（市）、旧和泉屋（お休み処）（国登録）、旧岩邊家住宅
（国登録）、旧五十嵐歯科医院（国登録）などの歴史的建造物が所在
し、それぞれ所有者や地域団体による活用も行われている。これまで、
小学生を対象としたこども案内人養成講座など、地域の小中学校とも連
携して地域の歴史文化を活かした取組が行われてきている。この地域で
は、文化財の指定、未指定に関わらず、地域住民がおもしろいと思うも
のを評価し、保存・活用する機運が高いことが特徴である。

区 域 蒲 原 地 区

６つの関連文化財群 １つの文化財保存活用区域

３ 街道の往来と人々の交流

５ オクシズに息づく伝統文化

本計画では、歴史文化の特徴をそのまま関連文化財群として設定し一体的かつ総合的に保存・活用に取り組む。

有東木の盆踊

小島陣屋跡

蒲原宿絵図

旧和泉屋（お休み処）

ワークショップの様子

６つの関連文化財群と１つの文化財保存活用区域

２ 連綿と続く政治と文化の中心地1 川がつくりだした静岡・清水平野に広が
る豊かな暮らし

４ 平野部と丘陵部で育まれた信仰と文化

６ 海と共存する歴史文化

臨済寺本堂

日本平

旧高木家住宅

安部川をはじめとする河川によって作られた広大な
静岡・清水平野は、人々が暮らすのに最適の土地で
ある。稲作を契機に開発が進み、洪水と治水を繰り
返しながら川と人とが共存し、静岡市民の主要な生
活の場となっている。

登呂遺跡出土遺物 有東遺跡出土遺物

静岡市は静岡県の県庁所在地であり、特に市役所・
県庁の所在する地域は、推定駿河国府、今川館、駿
府城や駿府城下町であった場所で、今川氏が取り入
れた都の文化、徳川家康にゆかりの文化などが多く
残り、政治と文化の中心的な場所であることを物語
る。

在来作物

安倍川橋 霊山寺仁王門

清水灯台

静岡市の人々は、古くから駿河湾とともに暮らして
きた。特産のサクラエビの漁場として、茶業を支え
る交易路として利用され、風光明媚な保養地として
も愛された。また、由比北田の天王舟流しは疫病除
けの民俗行事として今に伝わる。駿河湾は多方面で
人々の生活を支えている。

静岡市では、市内の中山間地域は「奥静岡」という
意味で、オクシズという愛称で呼ばれている。わさ
びや焼畑で栽培される在来作物などの食文化、神楽
や盆踊などの伝統文化の多くは、そこに住む人びと
の生活と共に育まれてきた。

静岡市は、東海道を通じた東西の往来、身延街道等
を通じた南北の往来が盛んである。それが生み出す
交流は、縄文時代の遺物、古代、中世の記録、近世
に発達した東海道や身延街道などが物語っている。

静岡市域では、人々が多く暮らす平野部を囲む丘陵
部で時代の様相に合わせながら寺院や神社が発展
し、人々に信仰されてきた。そこでは、伝説の舞台
となった日本平や、遠方に見える富士山等の風景を
借景としつつ、絵画や歌、文学など、様々な文化が
育まれてきた。

神部神社浅間神社社殿
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10 静岡市文化財保存活用地域計画【静岡県】

関連文化財群２ 連綿と続く政治と文化の中心地

【課題の例】
○政治文化の中心を物語る民間所有の文化財の中には、経年劣化が見られるものや保

存・活用に向けた環境整備を終えていないものがある。
○各文化施設が行う情報発信と政治文化の中心地における拠点的施設である静岡市歴史

博物館が行う情報発信との連携が十分でない。
○政治と文化の中心地を物語る文化財の中には、活用しきれていないものがある。等

【主な措置】

【方針の例】
○民間が所有する文化財の修理と整備の推進と支援
○各文化施設と静岡市歴史博物館の情報発信の連携
○政治と文化の中心を物語る文化財について、個々の文化財の活用の取り組みの促進

と、様々な主体による面的な活用の検討 等

構成文化財の位置

静岡市は静岡県の県庁所在地であり、特に市役所・県庁の所在する地域は
、推定駿河国府、今川館、駿府城や駿府城下町があった場所で、今川氏が取
り入れた都の文化、徳川家康にゆかりの文化などが多く残り、政治と文化の
中心的な場所であることを物語る。古墳時代には、賤機山の南端に賤機山古
墳が造られた。この古墳は、大和政権との強いつながりを持ち駿河など一帯
を支配した首長の墓であった。室町時代には駿河国守護今川氏が駿府を本拠
地とし、現在の駿府城周辺に居館を構えた。大きな勢⼒を誇った今川氏は公
家や僧侶と活発に交流し、京都の文化が駿河へともたらされた。葵区大岩に
所在する臨済寺は、菩提寺として今川の文化を伝える。戦国時代から江戸時
代初期には、徳川家康が三度にわたり居住しており、江戸幕府を開いた後に
駿府城を大改修し大御所政治を行ったことはよく知られている。明治維新を
迎えると、徳川家達が静岡藩主として静岡に入る。近代化のなかで、昭和５
年（1930）には昭和天皇の行幸に合わせて御幸通りが整備され、県政の中心
地を象徴する近代的な建造物が建設され、現在に残る。

群2-6 静岡浅間神社社
殿群の保存修理事業

■所有者・管理者、行政、
専門機関、市民等

■R7～12

経年劣化により彩色等の退色が
進む静岡浅間神社社殿群の塗装
等の修理事業を支援する。

概要

群2-9 静岡市歴史
博物館との連携

■行政、専門機関、所有者・
管理者、市民等

■R7～12

静岡市内に点在する文化財
の公開・活用について、博
物館を通じて情報を発信し
ていく。

駿府城跡賤機山古墳ボランティアガイド 神部神社浅間神社社殿

群2-10 駿府城エリア
での観光交流の推進

しずれきガイドツアー、駿
府ウエイブ等と連携し、駿
府城エリアにある文化財の
活用を進める。

■所有者・管理者、市民等、
行政

■R7～12
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推進体制

歴史文化の特性

１．愛鷹山の開拓と利用
 沼津の先人たちは、時代ごとの需要に応じて、愛鷹山を開拓し利用してきた。原始
 社会においては生活の主要な場として、古代には墓域として、中世や近世には牧と
 して、近代以降は茶栽培の場として、その利用の形は時代とともに変化している。

11 沼津市文化財保存活用地域計画【静岡県】
【計画期間】令和7～14年度（8年間）
【面 積】186.82㎢
【人 口】約18.7万人
【関係計画等】
伊豆半島日本ジオパーク（H24年9月）
伊豆半島ユネスコ世界ジオパーク
(H30年4月)

指定等文化財件数一覧

４．古代に始まる信仰の軌跡
 市内には歴史ある寺院や神社が数多くあり、駿河国最古級の古代寺院や延喜式内社
 に比定されるものもある。また地域の人々の信仰によって造られた石造物なども多 
 数残されており、信仰に関わる貴重な歴史文化資産を今に伝えている。

２．駿河湾の恩恵と人々の営み
 長い海岸線を有する本市では 、海の恩恵が人の生活を支えてきた。 海を舞台とし  
 た人々の生活は、古文書に記され、 民俗文化財や遺跡などにも見ることができる。

３．東西をつなぐ街道沿いの発展
本市には古代から東西を結ぶ街道が通っていた。千本浜海岸沿いを通る街道は東海
 道となり、愛鷹山の山裾にも根方街道があった。東海道には沼津宿と原宿が設置さ
 れ、往来が盛んになっていくと、現在の市街地の原型ともいえる発展を遂げた。

７．紙と文字により語られる沼津の歴史
 本市には紙などに記された文字史料が多く残されており、中でも、質、量ともに豊  
 富な中世・近世の古文書、明治初期に沼津兵学校が出版した「沼津版」などは、全 
 国に知られている。文字史料は、地域の歴史文化を伝える役割を果たしてきた。

５．自然を制する叡智
 豊かな自然環境は、時には災害をもたらしたり、農業にとっては厳しい条件になっ 
 たりした。人々は自然災害に備えるための施設を造ったり、道具や方法を工夫して
低湿地帯での稲作を行ったりして、災害や自然環境を制する営みを続けてきた。

６．人々の生活を支えた伊豆石
 伊豆周辺から採掘される石は「伊豆石」と総称され、本市ではこの石材が採掘され、
人々のくらしの中で使用されるだけでなく、東京圏など遠方へも出荷する産業とし
て地域経済を支えていた。

８．文化人と沼津
近世以降、本市は多様な文化人が輩出し、また多くの文化人が訪れたため、文化人
ゆかりの歴史文化資産が各地にある。さらに、歴史文化資産を守る文化人もいた。指定等文化財は、１０２件

未指定の歴史文化資産は、２,４４９件把握 41



【基本理念】 地域の宝（＝歴史文化資産）を活かしたまちづくり

11 沼津市文化財保存活用地域計画【静岡県】

基本方針１
歴史文化資産を把握する［調査］

基本方針２
歴史文化資産を守る［保存］

基本方針３
歴史文化資産を磨く［活用］

【方針】
・把握調査が不足している歴史文化資

産の全体像の把握に努める

・専門家の意見をもとに、計画的な詳

細調査を進める

・既往調査で把握した歴史文化資産の

所在確認と保存状況の把握を進める

等

05 歴史文化資産の詳細調査
文化財保護審議会の意見などに基づき、文化
財保護審議会委員や専
門家と協⼒して、地域
の歴史文化の理解に不
可欠な歴史文化資産の
詳細調査を実施する。

■行政、専門家
■R7～14

【課題】

・建造物は近現代建造物の分野で把握

   調査が不十分

・詳細調査による学術的な評価が不十

分な歴史文化資産がある

・調査終了から時間が経過しており、

把握に至っていないものがある

等

【措置の例】

11 未指定文化財の保存検討
専門家や文化財保護審議会の意見を聞き、重
要性が指摘されるものは、法令等による指定
を視野に入れる。

■行政 ■R7～14

【課題】
・重要であることが指摘されながらも、

指定等による保護に至っていない歴

史文化資産がある

・災害により歴史文化資産が失われた

ことがあるが、教訓を防災意識の向

上に活かしきれていない
等

【措置の例】

33 大瀬崎のビャクシン樹林
の整備

作成した保存活用計画に基づき、計画的
な整備を実施する。

■行政、所有者・管理者
■R7～14

【課題】
・整備が不十分なため訪問者にその

価値を十分に伝えきれていない記

念物がある

・教職員が歴史文化資産を授業に取

り入れやすくするための情報提供

が十分にできていない

等

文化財防火デー 体験授業

基本方針４ 地域総がかりで
取り組む［連携］

【方針】
・文化財保護審議会の意見をもとに、

計画的な市指定や、国に文化財登録

原簿への登録を提案する

・歴史文化資産に対する防災意識の向

上を図り、所有者及び関係者に防災

対策の強化を促す

等

【方針】
・本市において中核となる歴史文化

資産から優先して整備事業を進め

ていく

・教職員が歴史文化資産を教材に取

り入れやすくなるよう地域の歴史

文化資産に関する情報を伝える

等

【方針】
・記念物などの維持管理業務や運営

業務、その他の様々な保存・活用

について、地元の団体などとの連

携を強化し、協働の拡充を図る

・県や他自治体と連携した保存・活

用を推進する

等

【課題】
・歴史文化資産の保存・活用に関し

て、行政の⼒だけでは十分に対応

しきれないものがある

・近隣市町との関連性が高いものが

あるが、総体としての保存・活用

が不足している

等

詳細調査

64 他自治体との連携
他自治体と協⼒して、講演会や展示などの
イベントを行う。

■行政、関係団体、
関係自治体

■R7～14

連携展示

26 歴史文化資産の防災強化
文化財防火デーに大瀬崎のビャクシン樹林な
どで防火訓練を実施するほか、放水銃・消火
栓などの防火設備の点検・設置・更新、耐火
収蔵庫などの設置に
対する助言・指導、
支援を行う。

■行政、地域住民、
所有者・管理者

■R7～14

【措置の例】

01 文化財まちあるきマップ
作成を通じた調査

文化財まちあるきマップ作成のための資料・
現地調査を通じて、近現代建造物・文化的景
観・伝統的建造物群・石造物の把握調査を行
う。

■行政、地域住民、関係団体 ■R7～10
53 体験授業等受け入れ・体

験用道具の貸し出し
体験授業等の受け
入れや、体験用道
具の貸し出しを学
校向けに行う。

■行政、小中学校
■R7～14

【措置の例】

55 歴史文化資産施設の運営
帯笑園と松城家住宅は地元の団体など民間
活⼒による運営を行う。

■行政、地域住民、関係団体
■R7～14
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関連文化財群と文化財保存活用区域

11 沼津市文化財保存活用地域計画【静岡県】

１つの関連文化財群 ３つの文化財保存活用区域

１ 興国寺城跡・白隠の里周辺
～東西を結ぶ道の集中地帯～

２ 沼津駅 ー 沼津港・御用邸往還周辺
～沼津の玄関口と近代別荘地～

３ 内浦湾周辺
～豊かな海と山に

育まれた地域～

歴史文化資産が特定の範囲に集
中している場合に、その周辺環境
を含めて面的に保存・活用するた
めに設定するものである。多様な
歴史文化資産が集中する区域を設
定して保存・活用を図ることで、
魅⼒的な空間の創出につなげるこ
とを目的とする。

興国寺城跡(北条早雲石碑) 赤野観音堂

１ スルガのクニの古墳文化

本市における古墳文化の大きな特徴は、古墳時代の初めから飛鳥時代ま
での長きにわたって古墳が築かれ、さらに古墳時代後期後半の愛鷹山麓に
は富士市域と合わせて1,000基にも及ぶ群集墳が築かれた。しかしその内
容を詳細にみていくと立地や墳形は必ずしも一様ではない。

出土品には、全国的に希少なものや他地域との関連がうかがえるもの、
さらには古墳にもか
かわらず仏教関連遺
物もあり、古墳時代
に本市を拠点に活動
した人の活動内容の
多様性や様々な地域
とのつながりがうか
がえる。 高尾山古墳出土副葬品 長塚古墳

多種多様な歴史文化資産を歴史文化の特性に基づく一定のまと
まりとして捉えたものである。未指定文化財についても構成要素
としての価値付けが可能となる。また、相互に結び付いた歴史文
化資産の多面的な価値・魅⼒を明らかにすることができる。

古代から陸と海の道が結節する交
通の要衝として栄えた地域で、近世
には宿場町・城下町として繁栄し、
近代には鉄道の開設によって発展し
た。

鉄道開設による利便性の向上と温
暖な気候は東京との結びつきを強め、
本市には政財界の要人の別荘地が造
られた。島郷海岸などには別荘が建
ち並び、明治26年（1893）には沼
津御用邸が造営された。皇室からの
寄付をもとに御成橋から御用邸まで
の道も整備され、本市の近代化を支
えた。このほか千本浜海岸には財界
人の別荘が数多く立地した。

伊豆石建造物(石蔵)

旧沼津御用邸苑地(東附属邸)

古くから関東へ通じる交通路が通る場所だが、現在でも日本
の東西を結ぶ道路や鉄道が束になるように通過している。興国
寺城跡を中心に、愛鷹山麓の原始の遺跡、千本浜海岸沿いに東
海道と原宿・白隠禅師ゆかりの歴史文化資産などがある。

中世には源頼朝の異母弟阿野全成の館跡であったといわれる
大泉寺が知られている。興国寺城跡は戦国時代の駿河東部の拠
点城郭である。このほか、赤野観音堂や白隠禅師が修行した伝
承が伝わる八畳石がある。海沿いには千本松原や原宿があり、
東海道随一の
名園といわれ
た帯笑園や、
白隠禅師ゆか
りの松蔭寺を
はじめとする
寺院がある。

集落は主に海岸部にあり、後背に山
地を抱えている。山地を越える道は伊
豆の国市に通じており、伊豆内陸部へ
の海からの玄関口としても重要な場所
である。長浜城跡や漁撈用具をはじ
め、後背の山地の一部を利用したみか
ん栽培、山奥に残るスギの大木、伊豆
内陸部を結ぶ道に関する歴史文化資産
などがある。

長浜城跡は戦国時代の北条水軍の拠
点城郭跡である。歴史民俗資料館が所
蔵する「沼津
内浦・静浦及
び周辺地域の
漁撈用具」は、
建切網漁をは
じめとする漁
撈に関する用
具類である。
山奥にはかつ
て江戸幕府の
御林があり、
長年大切に管
理されてきた
ため大木が残
っている。

沼津内浦・静浦及び
周辺地域の漁撈用具

長浜城跡
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・興国寺城跡は、現地への訪問者に対し、その価値を伝えるための環境が十分に整っていな
い。訪問者受け入れのための便益施設なども不足している。さらに整備状況の進捗が十分
に知られていない。

・興国寺城跡や大泉寺、帯笑園など個々の歴史文化資産を訪れる人はいるが、区域内を周遊
する人は多くない。

・浮島低地の湿田農耕を特徴づける農具やその様子を知る人々が地元から失われつつある。
等

11 沼津市文化財保存活用地域計画【静岡県】

【文化財保存活用区域１】興国寺城跡・白隠の里周辺 ～東西を結ぶ道の集中地帯～

・興国寺城跡への訪問者に価値を伝えるための環境整備や施設整備を計画的に進めるほか、
整備状況の情報発信に努める。

・周辺の歴史文化資産を周遊する仕組み作りに取り組む。
・旧浮島沼での農業の姿を伝える資料などを収集し適切に保存するとともに、資料の使用方

法や使用背景を知る人々から聞き取り調査を行い、その記録を資料とともに保存する。
等

この区域は、北には愛鷹山、南には駿河湾と千本浜海岸があり、その間にか
つて浮島沼が存在した浮島低地がある。古くから関東へ通じる交通路が通る場
所だが、現在でも日本の東西を結ぶ道路や鉄道が束になるように通過してい
る。興国寺城跡を中心に、愛鷹山麓の原始の遺跡、千本浜海岸沿いに東海道と
原宿・白隠禅師ゆかりの歴史文化資産などがある。

愛鷹山麓には、井出丸山遺跡などの数多くの原始の遺跡がある。中世には源
頼朝の異母弟阿野全成の館跡であったといわれる大泉寺が知られている。興国
寺城跡は戦国時代の駿河東部の拠点城郭である。このほか、赤野観音堂や白隠
禅師が修行した伝承が伝わる八畳石がある。

海沿いには千本松原や原宿があり、東海道随一の名園といわれた帯笑園や、
白隠禅師ゆかりの松蔭寺をはじめとする寺院がある。浮島低地周縁には、弥生
時代の木製品が出土した雌鹿塚遺跡がある。また周辺の集落には、昭和までこ
の低湿地で使用されてきた特有の農耕用具が伝わっている。

30 興国寺城跡の整備

■行政 ■R7～14

概要

36 歴史文化資産の見学コース設定・環境整備

■行政 ■R9～14

興国寺城跡を中心とする周遊性のある見学コースを設定すると
ともに、訪問者のためのハード面を含めた環境整備を進める。

課題

方針

主な措置

主な歴史文化資産

井出丸山古墳

松蔭寺

帯笑園

興国寺城跡の整備計画を作成し、
計画的に整備を実施する。

大泉寺
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【計画期間】令和7～12年度（6年間）
【面 積】62.0㎢
【人 口】約10.5万人
【関連制度】歴史的風致維持向上計画（H28年度）、

伊豆半島ユネスコ世界ジオパーク
（H30年4月）、日本遺産「旅
人たちの足跡残る悠久の石畳
道―箱根八里で辿る遥かな
江戸の旅路―」（H30年度）

指定等文化財は９５件、未指定文化財は５８,３０６件把握

② 箱根西麓の丘陵地と田方平野のくらし
箱根西麓の丘陵地では縄文時代まで狩猟採集が行われ、弥

生時代以降は、平野部での稲作中心に移行し、古代・中世に
も開発が進んだ。近世には東海道の旅人相⼿の茶屋や輸送業
で繁栄した。このように、丘陵地と平野部で時代ごとに地形
に適した様々なくらしが展開されてきた。

③ 三嶋大社を中心に栄えた四辻文化
本市は三嶋大社を中心に東西に東海道、北に佐野街道（甲

州道）、南に下田街道が伸びる交通の要衝、四辻のまちでも
ある。そのため地域内外の人々の交流が進み、文化的な活動
が盛んに行われた。

④ 伊豆の玄関口に位置する政治・経済の中心
伊豆半島は太平洋に突き出た形となっているため、その付

け根にある三島は伊豆国では奈良・京都や鎌倉・江戸といっ
た各時代の政権所在地にもっとも近い、伊豆の玄関口に位置
している。そのため、伊豆国の政治・経済の中心地としての
役割を果たした。

① 富士山からの溶岩流と豊富な湧水
本市の市街地には約１万年前の富士山噴火の際の溶岩流で

ある三島溶岩流や2,900年前の富士山の山体崩壊による御殿
場泥流などが堆積している。富士山から溶岩のすき間を流れ
てきた地下水が市街地付近で湧き出すため、「水の都」と呼
び、豊富な湧水をまちの誇りにしてきた。

12 三島市文化財保存活用地域計画【静岡県】

歴史文化の特徴

指定等文化財件数一覧

推進体制

種 別 国指定 県指定 市指定 国登録 合計

有形文化財

建造物 1 0 7 9 17

美
術
工
芸
品

絵画 2 2 10 0 14

彫刻 1 1 2 0 4

工芸品 11 4 3 0 18

書跡 3 0 0 0 3

典籍 0 2 6 0 8

古文書 1 0 1 0 2

考古資料 0 0 5 0 5

歴史資料 0 0 4 0 4

有形文化財 小計 19 9 38 9 75

無形文化財 0 0 0 0 0

民俗文化財
有形の民俗文化財 0 0 0 0 0

無形の民俗文化財 0 2 0 0 2

記念物

遺跡（史跡） 3 1 1 0 5

名勝地（名勝） 1 0 0 0 1

動物・植物・地質鉱物
（天然記念物）

2 1 9 0 12

記念物 小計 6 2 10 0 18

文化的景観 0 ― ― ― 0

伝統的建造物群 0 ― ― ― 0

合 計
25 13 48

9 95
86

中郷温水地

箱根旧街道石畳（腰巻地区）

三嶋大社本殿・幣殿・拝殿・舞殿

行政
文化財課、郷土資料館、生涯学
習課、文化のまちづくり課 等

所有者
未指定を含む
文化財の所有者

専門家
三島市文化財保護審議委員会 、
史跡山中城跡災害復旧委員会 等

学校
三島市内の幼稚園、小学校、
中学校、高等学校

関係機関
文化庁、県文化財課、佐野美術
館、三嶋大社宝物館、三島市観
光協会、三島商工会議所 等

民間団体 等
三嶋暦の会、みしまのお寺め
ぐりの会、三島市ふるさとガ
イドの会 等
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12 三島市文化財保存活用地域計画【静岡県】

文化財の保存・活用に関する将来像・課題・方針・措置

将来像 薫り高い文化がいきづくまち・みしま

方向性 課 題 方 針 措置の例

方
向
性
１

文
化
財
を
知
り
、

学
ぶ

〇文化財の把握調査に分
野による偏りがある

〇向山16号墳は必要な
発掘調査が完了してい
ない

等

〇有形文化財・民俗文化財
等を中心に幅広い把握調
査を進める。

〇様々な主体による文化財
の調査研究を進め、支援
する。

10 向山16号墳発掘調査事業

古墳の本質的価値を明らかにする
ため、発掘調査が十分行われてい
ない向山16号墳の発掘調査を行い、
報告書を作成する。 ■行政、専門家 ■R7～12

方
向
性
２

文
化
財
を
守
り
、

次
世
代
へ
つ
な
げ
る

〇公開されている遺跡（史
跡）の保存管理を今後も
確実に継続していく必要
がある

〇祭りや伝統行事の継承に
対する支援の不足

〇防災・防犯として施設整
備と同時に文化財所有者
や市民への啓発を進めて
いくことが必要 等

〇公開されている遺跡（史
跡）の保存管理を確実に
行う。

〇無形の民俗文化財の継承
を支援する。

〇施設整備と市民等への啓
発を中心に文化財の防
災・防犯対策を進める。

等

20 史跡山中城跡災害復旧事業

令和３年長雨等による被災箇所の復旧及び排水路の設置
を進める。■行政■R7～12

30 伝統行事、民俗芸能等継承支援事業

シャギリ、オテンノウサン等の伝統行事や民俗芸能の調
査結果をパンフレット等で紹介する。演奏の場の拡充や
団体間の交流により継承を支援する。
■行政、専門家、所有者、民間団体等 ■R9～12

方
向
性
３

文
化
財
を
人
づ
く
り
、

ま
ち
づ
く
り
に
活
か

す 〇郷土資料館の展示の多
言語表記、所蔵文化財
のデジタルデータの公
開が一部にとどまって
いる

〇観光客を呼び込むため
の情報発信が不足 等

〇郷土資料館のさらなる充
実を図り、文化財保存・
活用の拠点とする。

〇文化財を観光振興やまち
づくりに活用し、にぎわ
いを創出する。 等

54 郷土資料館教育普及事業

企画展関連講演会、郷土資料館ボラ
ンティアと協働で実施する体験講座
「郷土教室」等の教育普及事業を実
施する。

■行政、民間団体等 ■R7～12

方
向
性
４

様
々
な
人
が
文
化

財
に
関
わ
る
仕
組

み
を
つ
く
る

〇文化財行政の中心とな
る専門職員（学芸員）
の不足

〇市主催の研修会が少な
く、人材育成に関する
取組が不十分 等

〇専門職員の充実と人材育
成により行政の体制を整
備する。

〇文化財の保存・活用に関
わる人材育成の仕組みを
つくる。 等

76 郷土資料館ボランティア事業

郷土教室（体験講座）の運営、古文書整理、石造物調査、
民具整理等を実施している郷土資料館ボランティアにつ
いて、会員募集、養成講座、スキルアップ研修等を実施
する。■行政、民間団体等 ■R7～12
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三島市の歴史文化の特徴を四つにまとめた。この歴史文化の特徴を踏まえたテーマに基づいて三つの関連文化財群を設定した。

本計画の計画期間中に重点的に取り組むものは、文化財群を構成する文化財の調査が一定程度進んでおり、文化財の活用を進めるための環境が

整っているものとした。

１ 富士山からのめぐみ「三島溶岩流と湧水」

本市の市街地は約１万年前の富士山噴火の際の溶岩流、三島溶岩流の末端部分にある。富
士山から溶岩のすき間を流れてきた地下水が小浜池等の水源から湧き出し、源兵衛川、御殿
川といった湧水河川を形成している。湧水河川の川岸にはカワバタと呼ばれる張り出しが設
けられ、水汲みや洗い物が行われ、染め物・和傘づくりなど産業にも利用されていた。

市内最大の水源地である小浜池周辺はあちこちで溶岩が露頭し、地下水が湧き出してお
り、独特の景観を見せている。ここには、近世までは大小の寺社やお堂があった。

「三島溶岩流と湧水」の関連文化財群は小浜池等の水源地と湧水河川及びその周辺施設、
湧水に関連する生活や産業に関する文化財を中心に構成される。 楽寿園 小浜池

言成地蔵の伝承、言成地蔵尊

３ 近世東海道の宿場町「三島宿」

近世の三島は東海道の宿場町として繁栄した。三島宿は東西に東海道、北に
佐野街道（甲州道）、南に下田街道が伸びる交通の要衝であり、多くの旅人で
にぎわった。三島宿の中心部は明治以降の近代化により町並みの景観は大きく
変わっているが、寺社の境内やまちかどに建つ建造物や石碑に注意を向ける
と、そこに往時の面影を見ることができる。

また、問屋場や本陣家に由来する古文書群や典籍などが博物館や旧家といわ
れる家に残されている。

「三島宿」の関連文化財群は当時の景観を今に伝える建造物や遺跡と、当時
の人々が書き残した古文書、典籍を中心に構成される。

２ 東海道一の難所「箱根八里」
戦国時代以降に東海道の主要ルートとなった箱根路には、小田原北条氏により山中城が築かれたが、天正18

年(1590)に豊臣秀吉の小田原攻めにより落城した。
江戸時代には、三島、小田原間の「箱根八里」の道は東海道一の難所とされ、幕府が様々な施設を整備した。

街道沿いの集落では経済的に繁栄したばかりでなく、旅人との交流により都市的な文化がはぐくまれた。その様
子は紀行文や道中記に記され、地域に伝わる古文書や歴史資料からも知ることができる。明治時代以降は陸上交
通が鉄道にシフトすると、野菜の栽培が盛んとなり、地区独特の文化的景観を形成している。

「箱根八里」の関連文化財群は国の史跡である「山中城跡」「箱根旧街道」を中心とした日本遺産の構成文化
財、その他の石造物や景観、当時の人々が書き残した古文書、歴史資料によって構成される。 山中城跡 障子堀

三つの関連文化財群

12 三島市文化財保存活用地域計画【静岡県】

源兵衛川

小沼満英筆 三島宿場風俗絵屏風
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12 三島市文化財保存活用地域計画【静岡県】

戦国時代以降に東海道の主要ルートとなった箱根路には、小田原北条氏により山中城が築かれたが、天正18年(1590)に豊臣秀吉の小
田原攻めにより落城した。江戸時代には、三島、小田原間の「箱根八里」の道は東海道一の難所とされ、幕府が様々な施設を整備した。
街道沿いの集落では経済的に繁栄したばかりでなく、旅人との交流により都市的な文化がはぐくまれた。その様子は紀行文や道中記に記
され、地域に伝わる古文書や歴史資料からも知ることができる。明治時代以降は陸上交通が鉄道にシフトすると、野菜の栽培が盛んとな
り、地区独特の文化的景観を形成している。「箱根八里」の関連文化財群は国の史跡である「山中城跡」「箱根旧街道」を中心とした日
本遺産の構成文化財、その他の石造物や景観、当時の人々が書き残した古文書、歴史資料によって構成される。

概要

構成文化財

箱根旧街道
錦田一里塚

【関連文化財群】②東海道一の難所「箱根八里」

関連文化財群に関する課題
・日本遺産の魅⼒発信を拡充していく余地がある。
・山中城跡の災害復旧事業を可能な限り早期に完了する。
・山中城跡に常駐のガイドがいない、先端技術の導入がなされていな

い。 等

関連文化財群に関する方針
・日本遺産の魅⼒発信を拡充していく。
・山中城跡の災害復旧事業を早期に完了するように努める。
・史跡の保存活用計画により山中城跡の保存・活用を進める。 等

関連文化財群に関する主な措置

10 箱根旧街道沿いの文化財調査、情報発信
箱根旧街道沿いの石造物や関連する絵図・古文書等の調査を行い、パンフレッ
ト・ホームページ等で公開し、旧街道を歩く人たちへの情報提供を行う。
■行政、民間団体等 ■R9～12

4 箱根八里街道観光推進協議会事業
日本遺産「箱根八里」の魅⼒を発信するため、イベント等での情報発信を継続
し、構成文化財周辺の文化財の掘り起こしを行う。

■行政、民間団体等 ■R7～12

7 史跡山中城跡での体験の充実 
史跡の保存活用計画に基づき、ふるさとガイドの会の拠点の設置、AR(拡張現
実)等の先端技術を活用したコンテンツの提供等を進める。

■行政、専門家、民間団体等 ■R9～12

畑作地帯からの眺望

山中城跡の出土遺物
（鉄砲玉）

箱根旧街道 石畳
（発掘のようす）
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【参考】関連計画等
三島市歴史的風致維持向上計画（第1期：H28～R7年度）
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概要

指定等文化財件数一覧

推進体制

歴史文化の特性

【計画期間】

令和7～16年度（10年間）

【面 積】27.49Ｋ㎡

【人 口】約8.9万人

指定等文化財件数一覧

指定等文化財は、３５件
未指定文化財は、1，０４５件把握

13 あま市文化財保存活用地域計画【愛知県】

類 型 
国指定 

・選定 
県指定 市指定 国登録 国選択 合計 

有形文化財 

建造物 ２ ０ ０ ２ - ４ 

美
術
工
芸
品 

絵画 ２ ２ ０ ０ - ４ 

彫刻 ２ ２ ２ ０ - ６ 

工芸品 ０ ２ ３ ０ - ５ 

書跡・典籍 ０ １ １ ０ - ２ 

古文書 ０ ０ １ ０ - １ 

考古資料 ０ ０ ０ ０ - ０ 

歴史資料 ０ ０ １ ０ - １ 

無形文化財 ０ ０ ０ ０ - ０ 

民俗文化財 
有形の民俗文化財 ０ ０ １ ０ - １ 

無形の民俗文化財 ０ ０ ４ ０ １※ ５ 

記念物 

遺跡 ０ ０ ２ ０ - ２ 

名勝地 ０ １ ０ ０ - １ 

動物・植物・地質鉱物 ０ ３ ０ ０ - ３ 

文化的景観 ０ - - - - ０ 

伝統的建造物群 ０ - - - - ０ 

合計 ６ 11 15 ２ １※ 35 

 

低地ゆえの水争い1

水田に起因する景観と信仰2

戦国に生きた人々の足跡と伝承

3

技の継承 刷毛・蔬菜・芸能

4

地域の発展のために 海外移民5

木曽川のもたらした肥沃な土壌とその清き流れの恩恵を受け、米所として栄えた
あま市は、低地ゆえに水害を被ることも多く、人々は長く水との闘いを余儀なく
された。

この地域で見られる「島畑」は、田の水持ちを良くするために作られたという。
おもに平野部の低地に見られる土地利用法で、全域に存在していた。また、豊か
な水と自然によって営まれてきた人々の生業は田の風習と結びつき、様々な信仰
を生み出した。

豊臣秀吉配下の蜂須賀正勝や福島正則を始めとする武将や親族の菩提寺、供養塔
が市内に点在する他、織田信長の尾張統一への足掛かりとなった萱津合戦、尾張
初のキリシタンと言われるコンスタンチノなど、戦国時代の大きな変化の中で、
様々な背景を背負って生きた人々の足跡と伝承がある。

産業では七宝焼が広く知られているが、大正時代以降、刷毛製造が盛んになる。
昭和40年代には国内シェアの7割を占めた。篤農家も多く、蔬菜栽培をはじめ野
菜の品種改良を進め、様々な伝統野菜が生まれた。芸能の面では、明治から昭和
初期にかけて「甚目寺説教源氏節」があった。また七宝地区鯰橋の住吉⼿踊り保
存会による⼿踊りは、守り続けられている伝統芸能のひとつである。

あま市においては明治後期から北米への出稼ぎがはじまった。昭和初期までに
150名近くが海を渡り、艱難辛苦の末に財を築き帰国する者、そのまま現地に遺
り大農場を経営する者も現れた。地区出身の在米者が多額の寄付をするなど、故
郷を思う気持ちを知ることができる。

 

    市   

        

 画           

       市計画   

     工観         

         

      

         
・  市観      市

 工    市文化  

        工  

  合    宝   

合          

   市    登録 

            

・文化財に      

   国      

・ ち   に 画  

   

・市         

       な  

 

  文化財 有    
・        な  

          
・文化財      

・  

・  な  

   市     
・  市   市  

  市      

         

  県名 市  

  県     

・    文化財 

  有  市   

       な  

 
国   県 

  市民   
・文化財 伝統芸  伝統   

の い  

・ ち   に   市民 

・市          な  

      

歴史民俗資料  

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

      
      

      

         
・  県 物    

・          

※「尾張西部の子供ザイレン」のみ計上。「尾張西部のオコワ祭」
は、市指定の無形の民俗文化財に計上している。
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13 あま市文化財保存活用地域計画【愛知県】

No.４ 歴史資料（古文書含む）に
         関する調査・研究

歴史民俗資料館収
蔵資料の古文書の
解読を進める。

No.19 伝統産業の技術の記録

尾張七宝及び刷
毛などに関わる
人に聞き取り調
査をし、記録す
る。

No.45 文化財を活用した観光ツアー
          の実施

文化財と連携した
観光周遊ツアーを
実施する。

「
あ
ま
ら
し
さ
」
が
「
す
ば
ら
し
さ
」
に

方針１ 文化財の整理

方針２ 文化財情報の一元管理

方針３ 未指定文化財の調査・研究の推進

方針４ 文化財の調査体制の構築

方針５ 文化財の適切な修理・保存及び維持管理
方針６ 文化財の防災に関する意識の強化
方針７ 文化財の防犯に関する意識の強化
方針８ 歴史民俗資料館の収蔵スペースの確保
方針９ 新たな文化財の指定の促進
方針10  伝統産業の技術の保存
方針11  伝統芸能の技術の保存
方針12  あま市に生息する動植物の保護

方針13 様々な⼿法による歴史文化への興味喚起
方針14 歴史文化の教育・学習環境の充実
方針15 年代に合わせた地域の歴史文化を学ぶ機会 
             の充実
方針16 子どもと地域との結びつきの強化
方針17 文化財に触れる機会の充実
方針18 幅広い分野にわたる歴史文化講座の充実
方針19 あま市の知られざる歴史文化について学ぶ 
             機会の創出

１
「
あ
ま
ら
し
さ
」
を
把
握
し
・
守
る

２
「
あ
ま
ら
し
さ
」
を
「
す
ば
ら
し
さ
」
に
普
及
・
活
用

❶歴史民俗資料館の収蔵資料を精査・整理す
る必要がある。

❷記録や資料を一元化し、調査に伴うデータ
の修正や更新を容易にする必要がある。

❸有形文化財や、市内の年中行事、民俗文化
財などが消滅・散逸する可能性がある。

❹未指定を含めた文化財調査をするための人
材が不足している。

■ 取組体制 あま市／関連団体／市民
■ R7～16

■ 取組体制 あま市／関連団体
■ 実施期間 R14～16 

あ
ま
市
の
歴
史
文
化
を
構
成

す
る
文
化
財
を
把
握
・
整
理

す
る

適
切
な
⼿
法
・
環
境
で

文
化
財
を
保
存
す
る

情
報
発
信
を
充
実
し
、
歴
史

文
化
へ
の
興
味
を
喚
起
す
る

あ
ま
市
の
歴
史
文
化
を
身
近
な

も
の
と
し
、
愛
着
を
醸
成
す
る

方針20 文化財を活用した観光を推進するための
人材育成

方針21 文化財を活用した観光推進
方針22 文化財を活用した市内の周遊促進
方針23 歴史文化の拠点の強化と取組の充実
方針24 文化財所有者などとの協働促進
方針25 あま市やあま市の魅⼒についての認知度
             の向上

❺保存環境が未整備の指定文化財がある。
❻防災・防犯面で適切でない文化財がある。
❼歴史民俗資料館の収蔵スペースの確保が必

要。
❽指定に値する未指定文化財がある。
❾伝統産業及び伝統芸能の貴重な技術が消滅

するおそれがある。
❿自然環境の変化により水辺の動植物が減少

している。

⓯歴史ある街道、祭り、武将、市内のイベン
   ト、文化財など、様々な観光資源と連携さ

せた効果的な観光推進が必要。
⓰歴史文化の魅⼒を十分に伝えきれていない。
⓱文化財所有者などと連携した文化財の活用

が十分でない。
⓲認知度が全国的に高くない状況である。

将来像
基本
目標

課題 方針 主な措置方向性

あま市の文化財の保存・活用の課題･方針･措置

No.29 学習段階に合わせた歴史文
           化を学ぶ計画の作成

中学、高校での
体験に重点を置
いた出前授業の
プログラムを作
成し実施する。

■ 取組体制 あま市
■ 実施期間 R10～16 

■ 取組体制 あま市／学識経験者
■ 実施期間 R7～16

⓫歴史文化に興味がない人の割合が多く、独
自の歴史文化が継承されていない。

⓬子どもが各地域の祭りやイベントに参加す
る機会が少なく、地域コミュニティとの関
わりが希薄になっている。

⓭市民が文化財に触れる機会が少ない。
⓮歴史文化の中で、市民の興味関心や認知度

の高い分野に偏りがある。

51



13 あま市文化財保存活用地域計画【愛知県】

●甚目寺及び周辺には複数の寺社が所在するが、調査・研究があまり進んでいない。
●甚目寺境内は、人が集いイベントも開催されているが、甚目寺内の文化財に関

する興味関心にはつながっていない。 等

No. 59 甚目寺での民間イベントと連携した見学ツアーの実施

甚目寺境内で開催されるイベントなどと連携し
た文化財の公開や見学ツアーを開催し、イベン
ト参加者が歴史文化に興味を持つきっかけを創
出する。

No. 50 甚目寺周辺の寺社所蔵の歴史資料の調査・研究

甚目寺周辺の寺社に所蔵されている歴史資料を継続的に
調査し、甚目寺との関連性などを明らかにする。

■取組体制
あま市／関連団体／文化財所有者／市民

■実施期間 R8～16
■取組体制 あま市／学識経験者／文化財所有者
■実施期間 R7～16

※以下の文化財は市外の博物館
   等に寄託しており、地図上に
   示していない。
・絹本著色不動尊像

（国指定/東京国立博物館）
・絹本著色仏涅槃図

（国指定/京都国立博物館）
・木造愛染明王坐像

（国指定/名古屋市蓬左文庫）

文化財保存活用区域

斜線部が文化財保存活用区域

甚目寺は推古５（597）年に、漁師甚目龍
麿が海中より引き上げた聖観音像を安置した
ことに始まるとされる古刹である。豊臣秀吉
や徳川義直など時の有⼒者に庇護され、庶民
に篤く信仰されてきた。

境内には南大門をはじめとした文化財があ
る。また、津島街道にも面していることから
も寺周辺は門前町として栄えてきた。そのた
め、この一帯には寺にゆかりある文化財が集
中している。

尾張屈指の観音霊場である甚目寺は、名古
屋近郊はもとより、全国から深い尊崇をよせ
られてきた。その歴史は尾張に現存する寺院
としてはきわめて古く、長い歴史を有してい
る。甚目寺を中心とした周辺域は、常に多く
の参拝者で賑わい、門前町としても栄えてき
た区域である。

あま市

文化財保存活用区域の位置

課題

文化財保存活用区域の概要

方針

主な措置❶

➀ 甚目寺の調査・研究
② 甚目寺周辺の寺社の調査・研究
③ 文化財防災・防犯環境の整備
④ 指定文化財の修繕、保存環境、管理

体制の整備

⑤ 未指定文化財の保存・管理
⑥ 甚目寺を中心とした周辺区域の活    

性化
⑦ 他分野との連携による、歴史文化    

への興味喚起

主な措置❷

文化財保存活用区域 甚目寺と門前町
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